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駅

路

は

じ

め

に

ー
駅
路
の
比
定
に
つ
い
て

H

讃
岐
国
三
野
・
刈
田
郡
の
場
合

⇔
土
左
国
香
美
郡
の
場
合

苗
備
巾
国
下
道
郡
の
場
合

祠
豊
前
国
上
毛
郡
の
場
合

―
-
『
延
喜
式
』
に
記
載
さ
れ
な
い
駅
路
に
つ
い
て

三
駅
路
と
神
社
に
つ
い
て

四
山
間
地
の
駅
路
に
つ
い
て

五
駅
路
と
条
里
に
つ
い
て

六
駅
路
と
行
政
界
に
つ
い
て

七
駅
路
と
郷
域
に
つ
い
て

八
駅
路
と
郡
境
に
つ
い
て

九
駅
路
と
国
府
に
つ
い
て

目 駅

考

次
ー

西

海

道

・

南

海

道

路

考

の

場

合

ー

日

野

尚

志
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t
し

(
1
)

（

2
)
 

筆
者
は
南
海
道
（
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
左
の
四
国
）
•
西
海
道
（
筑
前
・
筑
後
・
肥
前
・
豊
前
の
四
国
）
の
駅
路
に
つ
い
て
、

べ
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
南
海
道
を
除
い
て
い
く
つ
か
の
地
域
に
区
切
っ
て
考
察
し
た
た
め
に
、
他
国
と
の
比
較
・
検
討
が
十
分
で
な
か

っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
ま
で
検
討
し
て
き
た
諸
国
の
駅
路
を
総
括
し
て
、
そ
の
特
徴
・
問
題
点
・
相
違
性
等
に
つ
い
て
、
い

く
つ
か
の
項
目
に
わ
け
て
考
察
を
進
め
、
駅
路
の
特
徴
を
少
し
で
も
正
確
に
把
握
で
恙
れ
ば
、
ま
だ
究
明
さ
れ
て
い
な
い
諸
国
駅
路
の
諸

問
題
を
始
め
、

駅

駅
路
の
比
定
に
つ
い
て

十
駅
路
と
宇
佐
八
幡
宮
の
封
戸
・
荘
園
に
つ
い
て

十
一
伝
馬
に
つ
い
て
ー
筑
後
国
の
場
合
ー

十
二
駅
家
の
規
模
に
つ
い
て

十
三
駅
路
と
菓
樹
に
つ
い
て

お

わ

り

に

そ
れ
ぞ
れ
述

よ
り
正
確
な
駅
路
復
原
の
手
懸
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
以
下
、
十
三
の
項
目
に
わ
け
て
述
べ
て
み

(
3
)
 

空
中
写
真
に
認
め
ら
れ
る
直
線
状
の
道
路
痕
跡
が
駅
路
と
判
断
さ
れ
る
最
も
有
力
な
地
域
は
播
朋
国
賀
古
郡
で
あ
ろ
う
。
木
下
良
に
よ

れ
ば
、
印
南
台
地
に
約
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
遺
構
（
直
線
状
の
道
路
痕
跡
）
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
延
長
に
あ
た
る

加
古
川
左
岸
の
沖
積
平
野
に
展
開
す
る
条
里
地
割
の
方
位
と
も
一
致
し
、
し
か
も
遺
構
の
延
長
に
あ
た
る
条
里
施
行
地
域
で
は
条
里
地
割

(
4
)
 

の
区
画
線
に
沿
っ
て
一
町
区
画
と
は
別
に
道
代
（
余
剰
帯
）
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
高
橋
美
久
二
は
こ
の
想
定
さ
れ
る
駅
路
に
沿
っ
て
駅
池
が
あ
り
、
そ
の
南
の
「
古
大
内
（
想
定
駅
路
に
沿
う
）
」
か
ら
出
土

は

じ

め

に

路

考
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駅

路

考

し
た
古
瓦
の
軒
丸
・
軒
平
各
三
種
類
ず
つ
が
播
磨
国
分
寺
と
同
箔
（
ま
た
は
同
文
）
の
も
の
で
、

は
山
陽
道
沿
い
に
一
定
間
隔
で
並
び
、
ま
た
、
特
に
寺
院
跡
と
称
す
る
証
拠
が
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
瓦
が
使
用
さ
れ
た
建
物
は
国

司
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
建
物
、
即
ち
、
駅
家
跡
と
想
定
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
後
拾
遺
往
生
伝
』
巻

上
に
「
我
是
播
磨
国
賀
古
郡
賀
古
駅
北
辺
沙
弥
教
信
也
」
、
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
に
「
我
是
住
1

一
播
磨
国
賀
古
駅
北
辺
一
沙
弥
教
信
也
」
と

記
す
教
信
ゆ
か
り
の
教
信
寺
が
古
大
内
遺
跡
の
北
三
百
メ
ー
ト
ル
に
あ
り
、
そ
の
東
に
は
奈
良
時
代
前
期
の
古
瓦
を
出
す
野
口
神
社
（
野

口
廃
寺
）
が
あ
り
、
し
か
も
教
信
寺
・
野
口
廃
寺
・
古
大
内
遺
跡
付
近
の
地
割
が
地
形
に
左
右
さ
れ
北
東
か
ら
南
西
方
向
を
示
す
の
が
多

い
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
三
地
区
だ
け
は
ほ
ぼ
南
北
の
方
位
を
と
っ
て
い
る
の
は
古
い
景
観
を
残
し
て
い
る
と
考
え
、
古
大
内
に
賀
古
駅

を
比
定
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
空
中
写
真
の
判
読
を
有
力
な
手
懸
に
し
て
、
文
献
・
古
瓦
出
土
地
・
池
名
・
景
観
等
を
検
討
し
て
賀
古
駅
が
比
定
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
駅
の
具
体
的
な
比
定
は
か
な
り
諸
資
料
に
恵
ま
れ
な
い
と
困
難
が
伴
う
と
思
わ
れ
る
が
、
と
に
か
く
空
中

写
真
の
判
読
に
よ
っ
て
駅
路
を
比
定
す
る
方
法
は
有
力
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
従
っ
て
、
空
中
写
真
に
認
め
ら
れ
る
直
線
状
の
道
路
痕

跡
な
ら
び
に
余
剰
帯
の
存
在
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
駅
路
跡
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
筆
者
も
こ
の
方
法
を
使
用
し
て
、
西

海
道
・
南
海
道
の
駅
路
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
若
干
の
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

（
一
）
讃
岐
国
三
野
・
刈
田
郡
の
場
合

三
豊
郡
豊
中
町
の
忌
部
神
社
東
方
（
旧
三
野
郡
）
、
観
音
寺
市
の
五
月
池
北
方
か
ら
土
井
ノ
池
の
南
方
（
旧
刈
田
郡
）
に
か
け
て
、

ぞ
れ
直
線
状
の
道
路
痕
跡
が
認
め
ら
れ
、
両
者
を
直
線
で
結
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
一
方
位
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
ま

た
、
両
者
の
中
間
に
二
郡
の
条
里
施
行
地
域
が
あ
り
、
余
剰
帯
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
こ
に
示
し
た
空
中
写
真
(
S
I
I
六
四
ー
ニ

x、
C
二

B

|

五
）
は
財
田
川
左
岸
か
ら
出
作
池
ま
で
の
範
囲
で
、
第
一
図
に
示
し
た
よ
う
に

A
|
B
.
cー

D
間
に
直
線
状
の
道
路
痕
跡
が
認
め
ら

そ
れ

こ
の
よ
う
な
同
系
統
の
古
瓦
出
土
地
点
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れ
て
い
た
こ
と
は
、

れ、

こ
れ
が
駅
路
跡
と
判
断
さ
れ
る
が
、
条
里
施
行
地
域
さ
ら
に
は
丘
陵
上
（
五
月
・
出
作
二
池
の
部
分
を
除
く
）
で
も
旧
村
境
に
利
用
さ

(
6
)
 

「
古
来
の
重
要
な
線
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
と
い
え
よ
う
。

駅

-9 

，，，｀——→乙しー一 路

考

第 1図 財田川ー出作池間の想定駅路

（空中写真SI -64-2 X, C2B-5) 
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第 2図 土左国香美郡の想定駅路（実線は考えられる坪の区画線）
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条
里
施
行
地
域
に
お
け
る
余
剰
帯
は
道
幅
が
狭
け
れ
ば
、
空
中
写
真
か
ら
の
判
断
は
困
難
と
な
る
。
そ
こ
で
、
大
縮
尺
の
地
形
図
と
併

せ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
は
な
い
が
、
高
知
県
香
美
郡
土
佐
山
田
町
発
行
の
二
千
五
百
分
の
一
地
形
図
を
検
討
す
れ
ば
確
認
で
き
る
。
第
二
図
は
そ
の
地
形
図

の
写
し
で
あ
る
が
、
周
囲
の
条
里
地
割
と
比
較
し
て
、
余
剰
帯
分
だ
け
広
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
余
剰
帯
に
「
西
大
領
・
東
大
領
」

の
小
字
名
が
沿
う
こ
と
か
ら
、
香
美
郡
家
が
駅
路
に
沿
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
星
神
社
の
位
置
に
も
注
目
し
た
い
。

(
7
)
 

足
利
健
亮
は
条
里
地
割
に
沿
う
直
線
状
の
旧
村
境
か
ら
駅
路
を
想
定
し
て
い
る
が
、
空
中
写
真

(
C
G
I
六
六
ー
一

x、
C
ニ
ー
ニ
八
）
か

ら
、
余
剰
帯
の
確
認
が
可
能
で
あ
る
。
第
三
図
は
岡
山
県
吉
備
郡
真
備
町
発
行
の
二
千
五
百
分
の
一
地
形
図
の
写
し
で
あ
る
が
、
周
囲
の

条
里
地
割
と
比
較
し
て
、
余
剰
帯
の
存
在
は
明
ら
か
と
い
え
る
。

さ
て
、
余
剰
帯
の
確
認
の
困
難
な
西
海
道
で
は
、
空
中
写
真
に
よ
る
直
線
状
の
道
路
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
が
最
も
有
力
な
駅
路
比
定
の

方
法
で
あ
る
が
、
条
里
施
行
地
域
で
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
以
下
、
豊
前
国
上
毛
郡
を
例
に
と
っ
て
駅
路
を
比
定
し
、
伝
承
と

の
関
係
も
考
察
し
た
い
。

第
四
図
に
示
し
た
よ
う
に

A
I
B
間
の
直
線
状
の
土
地
割
は
勿
論
、

だ
し
、

G
点
付
近
は
除
く
）
に
続
く
直
線
状
の
道
路
に
注
目
し
た
い
。

駅

路

（
二
）
土
左
国
香
美
郡
の
場
合

（
三
）
備
中
国
下
道
郡
の
場
合

（
四
）
豊
前
国
上
毛
郡
の
場
合

考

こ
こ
に
示
し
た
空
中
写
真
(
S
I
I
六
六
ー
五x、

C
-
B
—
十
四
）
か
ら
も
余
剰
帯
が
判
読
で
き
な
い

B
点
か
ら
C
I
E
間
の
条
里
施
行
地
域
を
へ
て
、

E
|
J
間
（
た

そ
れ
は
単
に
道
路
が
直
線
だ
け
で
な
く
、
道
路
か
ら
一
町
南
に
ず
れ

-252-
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第 4図 萩田一塔田間の想定駅路（空中写真KU-65-4X, C3-13) 
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考

写真 1 豊前国上毛郡田淵付近の想定駅路（第 4図の E点より西を見る）

（中央部の道路沿いに見える松が伏拝松）

写真 2 伏拝松（根本に碑文がある）

も
駅
路
と
無
関
係
で
は
な
い
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に

G
|
J
間
の
短

道
路
に
沿
う

J
点
に
塔
田
の
小

(
8
)
 

「
車
路
（
車
地
）
」
地
名
が
駅
路
に
沿
う
可
能

ず
れ
た

I
点
は
荒
堀
の
小
字
「
立
石
」
で
あ
る
が
、

は
駅
路
跡
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
さ
ら
に
道
路
か
ら
一
町
南
に

(
9
)
 

「
立
石
」
地
名

い
距
離
に
駅
路
と
関
係
深
い
小
字
名
が
集
中
す
る
こ
と
に
注
目
し
た

性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
直
線
で
続
く
A
_
J
間

字
「
車
路
」
が
あ
り
、

た
H
点
に
荒
堀
の
小
字
「
車
路
」、

-254-
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第 5 図 塔田一八 ッ並の想定駅路 （空中写真 KU-65-4X,

て
い
る
の
は
珍
し
い
と
い
え
よ
う
。

れ
る
駅
路
に
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
残
っ

今
日
に
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
想
定
さ

路
か
ら
礼
拝
し
た
の
が
、
伝
承
と
し
て

気
清
麻
呂
を
宇
佐
に
派
遣
し
た
時
に
駅

は
こ
の
神
託
の
真
偽
を
知
る
た
め
に
和

る
と
奏
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
朝
廷

鏡
を
皇
位
に
つ
け
た
ら
天
下
大
平
に
な

ば
、
大
宰
主
神
習
宜
阿
曽
麻
呂
は
道
鏡

に
媚
ぴ
て
八
幡
神
の
神
託
と
称
し
、
道

神
護
景
雲
―
―
一
年
九
月
己
丑
条
に
よ
れ

立
樹
が
あ
る
）
が
あ
る
。
『
続
日
本
紀
』

い
に
碑
文
と
伏
拝
松
と
い
わ
れ
る
一
本
の
独

向
っ
て
拝
ん
だ
と
い
う
伝
承
（
道
路
沿

は
和
気
清
麻
呂
が

K
点
の
大
富
神
社
に

C4-15) 

う
。
ま
た
、
条
里
地
割
に
沿
う

D
点
に

連
す
る
地
名
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ

道
ノ
上
」
で
、
こ
の
場
合
は
駅
路
に
関

い
。
な
お
、

G
点
は
荒
堀
の
小
字
「
大

-255-



痕
跡
（
第
六
図
の
A
I
B
閻
）
が
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

(10) 

大
富
神
社
は
豊
前
国
唯
一
の
式
外
社
で
、
古
く
は
宗
像
社
と
い
い
、

る
。
お
そ
ら
く
当
初
は
宗
像
社
で
あ
っ
た
の
が
、
の
ち
に
宇
佐
八
幡
宮
を
合
祀
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
付
近
が
海
部
氏
の

有
力
な
拠
点
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
と
同
時
に
、
宇
佐
氏
と
海
部
氏
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

第
五
図
の

A
点
が
第
四
図
の
J
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

A
I
D
間
の
道
路
が
第
四
図
の

A
|
J
間
と
同
じ
方
位
で
直
線
に
進
ん
で
い
る

(12) 

こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、

A
ー

D
間
が
駅
路
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
駅
路
が
里
界
線
に
沿
っ
て
進
む
こ
と
に

な
る
。
こ
の
間
、

B
点
が
道
路
よ
り
一
町
北
に
ず
れ
て
い
る
が
、
塔
田
の
小
字
「
立
石
」
、

C
点
は
皆
毛
の
小
字
「
車
返
」
で
、
い
ず
れ

も
駅
路
に
関
連
あ
る
地
名
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
想
定
駅
路
よ
り
五
町
南
の

E
点
に
久
路
土
の
小
字
「
蔵
ノ
町
」
が
あ
り
、
そ
の
東
南
五

町
の

F
点
に
は
石
清
水
八
幡
宮
、
さ
ら
に

G
点
に
小
字
「
郡
司
坪
」
が
あ
る
。
宇
佐
八
幡
宮
と
関
係
の
深
い
石
消
水
八
幡
、
さ
ら
に
は
「

郡
司
坪
」
の
位
置
と
そ
の
意
味
か
ら
考
え
て
、
「
倉
ノ
町
」
は
郡
正
倉
に
由
来
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
上
毛
郡
家
が
想
定
さ
れ
る
。

『
延
喜
式
』
に
記
載
さ
れ
る
駅
路
が
奈
良
時
代
の
最
盛
期
と
は
異
な
っ
た
整
備
・
縮
少
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
多
く
の

研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
い
え
よ
う
。

廃
止
さ
れ
た
駅
路
研
究
の
手
懸
は
駅
路
の
停
廃
に
関
す
る
史
料
、

認
で
あ
ろ
う
。
特
に
後
者
の
場
合
、

な
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

が
、
そ
の
際
、
結
果
だ
け
を
記
し
た
の
で
、
空
中
写
真
を
示
し
、

そ
の
地
域
の
地
形
図
も
併
せ
表
示
し
て
お
き
た
い
。

空
巾
写
真

(
S
I
I
六
七
ー
―
―

-x、
C
十
三
ー
九
）
に
よ
っ
て
、
松
山
平
野
の
東
部
、
高
井
池
の
西
か
ら
志
津
川
に
か
け
て
直
線
状
の
道
路

駅

路

考

さ
ら
に
は
空
中
写
真
に
よ
る
直
線
状
の
道
路
痕
跡
及
び
余
剰
帯
の
確

あ
る
国
の
駅
路
の
停
廃
に
関
す
る
史
料
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
地
域
を
究
明
で
き
な
い
場
合
に
は
有
力

(13) 

こ
の
方
法
を
用
い
て
筆
者
は
伊
予
国
に
お
け
る
廃
止
さ
れ
た
駅
路
に
つ
い
て
述
べ
る
機
会
が
あ
っ
た

こ
の
遺
構
は
現
地
調
査
に
よ
っ
て
も
水
路
跡
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
確
で
あ
り
、
駅
路

『
延
喜
式
』
に
記
載
さ
れ
な
い
駅
路
に
つ
い
て

(11) 

白
鳳
元
年
八
幡
社
を
合
祀
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
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『
肥
前
国
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、

跡
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
地
形
図
に
示
し
た
よ
う
に
想
定
駅
路
が
条
里
地
割
の
東
端
よ
り
や
や
東
か
ら
、
条
里
地
割
の
方
位
と
異
な

(12) 

っ
て
東
北
に
進
む
の
は
、
重
信
川
の
氾
濫
原
を
避
け
る
た
め
に
迂
回
し
て
台
地
の
末
端
崖
下
を
通
る
ル
ー
ト
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
重

信
川
の
左
岸
川
内
町
に
も
若
干
の
遺
構
が
認
め
ら
れ
、
こ
こ
で
も
重
信
川
の
氾
濫
原
を
避
け
て
山
魃
を
通
る
迂
回
し
た
ル
ー
ト
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
想
定
駅
路
に
沿
う
高
井
付
近
に
は
湧
水
帯
が
多
く
（
地
形
図
参
照
）
、
駅
路
が
湧
水
帯
と
無
縁
で
な
い
こ
と
も
理

(15) 

解
さ
れ
る
。
こ
こ
に
示
し
た
ル
ー
ト
は
延
暦
十
六
年
に
廃
止
さ
れ
た
土
左
国
に
至
る
駅
路
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

次
に
空
中
写
真

(
S
I
I六
六

I
-
x
、
C
一
ー
一

1

一
）
に
よ
っ
て
、

伊
予
市
の
野
護
津
池
か
ら
山
麓
の
北
側
を
通
り
、
中
村
に
か
け
て
約

四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
直
線
状
の
道
路
痕
跡
（
第
七
図
の
A
I
B
閻
）
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
が
伊
予
郡
家
か
ら
分
れ
て
宇
和
郡
に
達
し

た
駅
路
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
廃
止
さ
れ
た
駅
路
と
新
し
く
設
置
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
駅
路
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。(16) 

空
中
写
真
及
び
「
車
路
」
地
名
に
よ
っ
て
、
筑
後
国
で
は
筑
後
川
左
岸
か
ら
上
妻
郡
に
達
す
る
駅
路
跡
が
確
実
に
比
定
さ
れ
る
だ
け
で

(17)

（

18) 

な
く
、
筑
後
国
府
域
に
比
定
さ
れ
る
枝
光
を
東
西
に
通
じ
る
直
線
状
の
道
路
痕
跡
も
認
め
ら
れ
、
そ
の
東
は
山
辺
道
と
呼
ば
れ
て
水
縄
山

麗
を
通
り
生
葉
郡
に
達
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
西
は
国
府
の
西
で
大
宰
府
か
ら
南
下
し
て
く
る
駅
路
と
交
叉
し
て

(19) 

十
字
街
を
な
し
、
さ
ら
に
久
留
米
市
街
地
に
達
し
て
消
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
市
街
地
に
入
る
た
め
に
、
そ
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
国
府
の
西
の
十
字
街
で
分
れ
た
西
行
の
駅
路
が
現
在
の
市
街
地
で
行
止
ま
り
ル
ー
ト
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

そ
ら
く
筑
後
川
を
渡
っ
て
肥
前
国
府
に
達
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

佐
嘉
郡
以
東
で
駅
は
基
難
・
三
根
・
神
埼
・
佐
嘉
四
郡
に
一
駅
ず
つ
置
か
れ
て
い
た
が
、

式
』
で
は
基
難
・
切
山
・
佐
嘉
三
駅
と
一
駅
減
少
し
て
い
る
。
『
肥
前
国
風
土
記
』
に
記
す
神
埼
郡
の
駅
が
条
里
の
国
有
里
名
と
し
て
残

(20) 

る
駅
ケ
里
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
『
延
魯
式
』
に
記
す
切
山
駅
が
三
根
・
神
埼
二
郡
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
か
は
明
確
で

な
い
。
基
難
・
佐
嘉
駅
の
中
間
と
す
れ
ば
中
原
付
近
、
即
ち
、
三
根
郡
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
肥
前
国
府
以
東
に
お

駅

路

考

『
延
喜 お
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て、

『
延
喜
式
』
時
代
に
一
駅
減
少
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、

東
の
溝

(
C
|
D
間）、

だ
ろ
う
か
。

K
点
か
ら
直
線
で
東
へ
延
ば
す
と
駅
ケ
里
の
北
の
里
界
線
に
達
す
る
こ
と
か
ら
、

る
ル
ー
ト
が
奈
良
時
代
の
駅
路
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

が
あ
ろ
う
。

こ
の
間
、

『日

四
駅
か
ら
一
駅
を
廃
し
、
他
の
一
―
-

駅
は
従
来
通
り
、
あ
る
い
は
一
駅
を
廃
止
し
た
際
に
、
駅
間
の
距
離
を
考
慮
し
て
従
来
の
駅
を
廃
止
し
、
新
た
に
駅
を
設
置
す
る
場
合
、

さ
ら
に
は
従
来
の
駅
路
を
廃
し
て
、
新
し
く
駅
路
を
設
置
し
た
場
合
の
一

1

一
通
り
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
西
北
か
ら
東
南
方
向
に
進
む
土
地
割

(
E
|
F
間
）
・
溝

(
F
I
G
尚
）
に
連
続
す
る
。

間
の
溝
が

C
点
で
直
角
に
折
れ
て
い
る
点
、
さ
ら
に
は

F
I
G
間
の
溝
が
周
辺
の
南
北
方
向
の
地
割
に
対
し
て
、
西
北
か
ら
東
南
方
向
を

と
る
の
は
い
ず
れ
も
人
為
的
な
結
果
、
即
ち
、
最
短
コ
ー
ス
を
取
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
駅
路
跡
が
溝
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い

C
I
D
 

A
_
D
ー

G
|
H
|
I
|
J

—

k
を
連
ね

以
上
の
よ
う
に
、
肥
前
国
府
か
ら
駅
ケ
里
を
通
り
、
千
栗
に
達
す
る
ル
ー
ト
を
奈
良
時
代
の
駅
路
と
し
た
場
合
、
肥
前
国
府
の
南
か
ら

(22) 

駅
ケ
里
の
北
二
里
の
里
界
線
を
へ
て
中
原
に
達
す
る
約
二

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
駅
路
（
第
九
図
・
地
形
図
参
照
）
の
時
代
比
定
が
問
題
と
な

る
。
今
仮
り
に
奈
良
時
代
の
駅
路
と
す
れ
ば
、
『
延
喜
式
』
時
代
と
同
じ
よ
う
に
、
少
く
と
も
基
牌
・
佐
嘉
駅
間
に
一
駅
を
設
け
る
必
要

こ
の
場
合
の
駅
を
「
切
山
駅
」
と
し
、
筑
後
川
の
渡
河
地
で
あ
る
千
栗
付
近
に
も
駅
を
考
え
れ
ば
、
三
根
郡
は
二
駅
と
な
っ

『
肥
前
国
風
土
記
』
の
内
容
と
一
致
し
な
く
な
る
。
ま
た
、
駅
ケ
里
・
肥
前
国
府
間
の
距
離
に
比
し
て
、
駅
ケ
里
・
筑
後
国
府
閻
が

そ
の
倍
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
巾
間
に
駅
が
な
か
っ
た
と
も
考
え
に
く
い
。
さ
ら
に
神
埼
郡
の
駅
（
駅
ケ
里
）
が
並
行
す
ろ
駅
路

の
駅
を
兼
ね
て
い
た
と
も
考
え
に
く
い
。
筆
者
は
駅
ヶ
里
を
通
る
時
代
が
当
初
の
駅
路
で
あ
っ
た
が
、
気
候
変
動
と
こ
れ
に
伴
う
海
水
な

ど
の
変
化
な
ど
自
然
条
件
の
変
化
に
よ
っ
て
、
筑
後
川
が
氾
濫
し
、
筑
後
川
の
渡
河
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
新
し
い
駅
路
が
設
謹

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
。
そ
の
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
国
府
移
転
の
多
か
っ
た
平
安
初
期
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
後
紀
』
延
暦
十
五
年
八
月
乙
丑
条
に
「
筑
後
国
湧
。
詔
令
1

一
賑
憚
一
。
」
と
あ
る
の
は
筑
後
川
の
氾
濫
に
よ
る
災
害
で
あ
ろ
う
。

空
巾
写
真

(
K
u
l
七
0
ー――

-x、
C
-
―
―
ー
七
）
か
ら
、

い
て
、

駅

路

考

第
八
図
に
示
し
た
よ
う
に
、

(21) 

A
_
B
間
に
道
路
状
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
、

そ
の
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駅

路

考

空
中
写
真
か
ら
道
路
状
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
想
定
駅
路
、
あ
る
い
は
余
剰
帯
か
ら
確
認
さ
れ
る
想
定
駅
路
に
沿
っ
て
丹
念
に
調
査
を

進
め
て
い
く
と
、
式
内
社
・
式
外
社
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
神
社
本
殿
か
ら
か
な
り
離
れ
た
位
醤
に
鳥
居
だ
け
が
位
醤
す
る
場
合
が
あ
る
。

特
に
後
者
の
場
合
、
例
え
ば
、
備
前
国
上
道
郡
唯
一
の
式
内
社
で
あ
る
大
神
神
社
の
鳥
居
が
神
社
の
位
置
か
ら
約
六
町
、
肥
前
国
佐
嘉
郡

（お）

の
式
外
社
で
あ
る
金
立
神
社
一
ノ
鳥
居
跡
が
神
社
の
位
置
か
ら
約
八
町
、
そ
れ
ぞ
れ
離
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
当
時
陸
上
交
通
の
幹
線
で

あ
っ
た
駅
路
を
通
る
人
々
に
そ
の
存
在
を
示
す
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
鳥
居
を
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

(27) 

一
方
、
式
内
社
で
は
な
い
が
、
讃
岐
国
大
内
郡
（
現
在
は
大
川
郡
）
の
白
烏
神
社
の
御
旅
所
が
神
社
か
ら
約
七
町
離
れ
た
想
定
駅
路
に
沿

い
、
し
か
も
こ
の
位
置
か
ら
神
社
の
本
殿
ま
で
見
事
な
松
並
木
の
続
く
社
道
が
あ
り
、
こ
の
神
社
の
起
源
が
意
外
に
古
い
可
能
性
も
あ
り

駅
路
と
神
社
に
つ
い
て

り
、
甚
蝉
駅
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

F
の
長
崎
街
道
も
ほ
ぽ
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、

(24) 

し
、
さ
ら
に
「
車
路
」
地
名
も
沿
う
こ
と
か
ら
駅
路
跡
に
閻
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
条
里
地
割
に
沿
わ
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
切
山
駅
か
ら

基
難
駅
を
目
指
し
て
最
短
コ
ー
ス
を
と
る
た
め
に
、
先
行
す
る
条
里
地
割
の
方
位
を
無
視
し
た
ル
ー
ト
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

踏
襲
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

て
、
こ
の
ル
ー
ト
が
『
延
喜
式
』
時
代
の
駅
路
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

F
点
か
ら
以
西
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
長
崎
街
道
が
駅
路
を

(25) 

こ
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
木
下
良
の
指
摘
す
る
中
原
町
の

Z
点
に
達
す
る
。

A
の
北
は
赤
坂
付
近
ま
で
追
跡
可
能

（
旧
赤
坂
・
柚
比
村
境
が
A
_
B
の
延
長
線
に
一
致
す
る
）
で
あ
る
が
、

六
六
五
ー
四
一
）
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
以
北
は
明
ら
か
で
な
い
。

お
そ
ら
く
旧
道
を
へ
て
小
水
城
を
通

そ
し

A
I
F
間
が
駅
路
跡
と
判
断
さ
れ
る
。

こ
の
間
、

A
_
B
、
E
I
F
は
旧
村
境
に
一
致

3
)
 

木
下
良
は
中
原
町
中
原
付
近
よ
り
以
東
の
駅
路
は
空
中
写
真
で
は
判
読
が
困
難
と
し
て
い
る
が
、

第
十
図
に
示
し
た
よ
う
に
、

ら
西
南
方
向
の
斜
め
に
進
む
直
線
状
の
道
路
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、

A
か
ら
C
に
か
け
て
、

ア
メ
リ
カ
軍
撮
影
の
空
中
写
真

(
M

ほ
ほ
正
方
位
を
と
る
条
里
地
割
に
対
し
て
、
東
北
か

A
I
C
の
延
長
線
上
に

D
_
E
の
旧
村
境
、
さ
ら
に
は

E
ー
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写真 3 備前国上道郡の想定駅路と大神神社の鳥居

、。し で
、
整
理
し
て
、
ニ
・
三
の
問
題
点
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

う
る
と
思
わ
れ
る
。

想
定
駅
路
に
沿
う
例
と
し
て
、
式
内
社
で
は
筆
者
の
管
見
の
限
り
、
南
海
道

・

西
海
道
を
通
し
て
た
だ
―
つ
讃
岐
国
香
川
郡
（
現
在
は
高
松
市
）
の
田
村
神
社
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
社
は
農
業
神
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
境
内
に
湧
水
帯
が
あ

り
、
雨
の
少
い
当
地
方
の
水
神
的
要
素
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
豊
富
な
湧
水
と
駅
路
に
沿
う
地
理
的
条
件
が
加
わ
っ
て
讃
岐
一
宮
に
な
っ
た

豊
前
国
で
は
筑
前

・
豊
前
国
境
の
関
ノ
山
か
ら
宇
佐
八
幡
に
か
け
て
、
田
河
郡

に
駅
路
が
比
定
さ
れ
る
。

の
一
部
を
除
き
、
空
中
写
真
か
ら
直
線
状
の
道
路
痕
跡
が
認
め
ら
れ
、
ほ
ほ
明
確

(28) 

こ
の
駅
路
に
つ
い
て
筆
者
は
述
べ
る
機
会
が
あ
っ
た
の

い
う
ま
で
も
な
く
宇
佐
八
幡
宮
に
は
朝
廷
か
ら
宇
佐
使
が
発
遣
さ
れ
て
い
た

が
、
想
定
さ
れ
る
駅
路
に
宇
佐
八
幡
宮
と
関
連
の
あ
る
神
社
や
廃
寺
が
沿
う
の
で

(29) 

あ
る
。
例
え
ば
、
天
平
神
護
元
年
に
巡
幸
の
始
ま
っ
た
宇
佐
八
幡
宮
八
箇
社
の
う

(30) 

ち
大
根
川

・
泉
二
社
が
想
定
駅
路
に
沿
う
。
前
者
は
明
ら
か
に
宇
佐
氏
族
の
社
、

(31) 

後
者
は
別
名
酒
井
泉
社
と
い
い
、
境
内
に
湧
水
帯
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
秦
氏
に
つ

ら
な
る
新
羅
系
渡
来
人
で
あ
る
辛
嶋
氏
が
泉
を
鍛
冶
に
利
用
し
た
可
能
性
が
強

宇
佐
郡
に
続
く
下
毛
郡
で
は
三
角
池
（
薦
神
社
の
境
内
）．

薦
神
社
が
想
定
駅
路

の
で
あ
ろ
う
か
。
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第 12図 豊前国下毛郡，駅館川間の想定駅路

異
な
っ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。

(32) 

に
沿
う
。
巾
野
幡
能
に
よ
れ
ば
、
三
角
池
は
養
老
四
年
の
隼
人
征
伐
の
八
幡
神
の
神
験
と
し
て
使
用
し

た
の
が
薦
神
社
に
あ
る
三
角
池
真
薦
の
枕
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
三
角
池
は
宇
佐
氏
に
統
合
さ
れ

(33) 

た
海
部
系
の
佐
知
氏
が
渡
来
系
秦
氏
の
技
術
を
借
り
て
造
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
想
定
下
毛
郡
家
に
近
い
海
神
社
が
想
定
駅
路
に
沿
う
の
で
あ
る
が
、
巾
野
幡
能
に
よ
れ

(34) 

ば
、
三
毛
郡
を
統
一
し
た
の
は
海
部
系
の
佐
知
氏
で
、
の
ち
に
宇
佐
氏
族
に
統
合
さ
れ
た
が
、
そ
の
宇

佐
氏
統
一
国
家
の
勢
力
が
中
臣
氏
を
通
じ
て
朝
廷
と
も
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は

な
か
ど
ん

(35)

想
定
下
毛
郡
家
の
北
東
に
中
臣
の
転
訛
し
た
中
殿
が
あ
り
、
こ
こ
に
貴
船
神
社
（
中
臣
神
社
）
が
祭
祀

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
の
他
で
は
想
定
駅
路
の
屈
折
点
（
第
十
二
図
参
照
）
に
新

(36) 

羅
系
と
み
ら
れ
る
午
頭
天
王
宮
、
秦
氏
と
の
関
連
が
憶
測
さ
れ
る
松
尾
神
社
が
あ
る
。
さ
ら
に
白
鳳
期

(37) 

の
法
隆
寺
式
伽
羅
配
置
が
推
測
さ
れ
る
法
鏡
寺
跡
が
想
定
駅
路
に
沿
う
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
駅
路
に
沿
っ
て
宇
佐
八
幡
の
発
展
に
寄
与
し
た
海
部
・
宇
佐
・
辛
嶋
諸
氏
姓
の
神
社

が
祭
祀
さ
れ
て
い
る
の
は
、
駅
路
が
こ
れ
ら
の
神
社
を
結
ん
で
施
行
さ
れ
た
の
か
、
駅
路
に
沿
っ
て
後

に
勧
請
さ
れ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
豊
前
国
で
は
駅
路
と
有
力
氏
族
の
祭
祀

す
る
神
社
と
の
間
に
深
い
関
連
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
駅
路
の
施
行
に
あ
た
っ
て
有
力
氏
族
が

積
極
的
に
関
与
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

(38) 

豊
前
国
の
郡
家
に
つ
い
て
は
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
省
略
す
る
が
、
不
明
確
な
企
救
郡
家
を
社

埼
駅
付
近
、
田
河
郡
家
を
香
春
神
社
に
近
い
田
河
駅
付
近
に
そ
れ
ぞ
れ
比
定
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
想
定

(39) 

さ
れ
る
駅
路
か
ら
二
里
以
内
に
位
置
し
て
い
た
と
判
断
さ
れ
、
筑
前
・
筑
後
一
一
国
の
郡
家
の
在
方
と
は
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穴
内
川
の
支
流
立
川
川
は
山
下
奉
文
旧
邸
に
近
い
川
口
か
ら
ほ
ぼ
北
を
指
し
、

い
。
そ
う
す
れ
ば
、
山
間
地
で
は
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
へ
て
い
た
か
が
理
解
さ
れ
、

さ
て
、

四
国
（
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
左
）
の
駅
路
は
『
続
日
本
紀
』
養
老
一
一
年
五
月
庚
子
条
に
「
土
左
国
言
。
公
私
使
直
指
1

一
土
左
ー
。

而
其
道
経
二
伊
予
国
一
。
行
程
迂
遠
。
山
谷
険
難
。
但
阿
波
国
。
境
土
相
接
。
往
還
甚
易
。
請
就
二
比
国
一
。
以
為
一
一
通
路
一
。
許
レ
之
。
」
、
『
日

本
紀
略
』
延
暦
十
五
年
二
月
丁
亥
条
に
「
勅
。
南
海
路
駅
路
迫
遠
。
使
令
難
レ
通
。
因
廃
二
旧
路
玉
生
新
道
一
。
」
と
記
さ
れ
る
内
容
と
、

『
延
喜
式
』
に
記
す
駅
名
の
現
在
地
へ
の
比
定
と
比
較
し
て
、
特
に
土
左
国
に
至
る
駅
路
の
変
遷
が
著
し
く
、
養
老
二
年
ま
で
続
い
た
伊

予
国
を
経
由
し
て
土
左
国
に
至
る
駅
路
が
、
養
老
一
一
年
か
ら
延
暦
十
五
年
ま
で
阿
波
国
経
由
に
、
延
暦
十
五
年
か
ら
は
伊
予
大
岡
駅
か
ら

立
川
越
え
で
土
左
国
に
至
る
ル
ー
ト
に
変
更
し
、
そ
の
翌
年
に
は
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
六
年
正
月
甲
寅
条
に
「
廃

1

一
阿
波
国
駅
家
口
。

伊
予
国
十
一
。
土
左
国
十
ニ
一
。
新
置
1

一
土
左
国
吾
椅
舟
川
二
駅
一
。
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
新
し
い
駅
路
が
整
備
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ

れ
ま
で
続
い
た
伊
予
・
阿
波
二
国
か
ら
土
左
国
に
至
る
駅
路
が
廃
止
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
延
暦
十
五
年
か
ら
新
し
く
開
か

れ
た
立
川
越
え
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
た
い
。

本
道
II

で
、
古
代
の
駅
路
が
今
日
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
き
た
と
判
断
し
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
立
川
の
中
心
地
で
あ
る
刈
屋
に
は
藩
政
時

代
の
立
川
番
所
跡
が
あ
り
、
こ
の
付
近
に
丹
治
川
駅
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
立
川
バ
ス
停
の
少
し
北
か
ら
右
に
分
れ
る
道
を
約
ニ
・
四

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
進
む
と
左
手
に
山
を
登
る
小
径
が
あ
り
、
い
よ
い
よ
坂
道
に
か
か
る
。
そ
し
て
、
笹
ケ
峰
を
越
え
て
、
水
無
峠
・
笠
取
峠
・

腹
包
丁
を
へ
て
銅
山
川
支
流
の
馬
立
川
に
沿
う
下
附
に
至
る
。
こ
の
間
の
ル
ー
ト
は
こ
れ
ま
た

II

一
本
道
II

で
、
近
世
は
勿
論
、
明
治
以

究
明
の
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
取
上
げ
て
み
た
。

山
間
地
の
駅
路
を
具
体
的
に
比
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、

駅

四
山
間
地
の
駅
路
に
つ
い
て

路

考

狭
い
県
道
が
左
岸
を
通
っ
て
い
る
が
、

い
わ
ゆ
る
”

ひ
い
て
は
他
の
国
々
の
山
間
地
に
お
け
る
ル
ー
ト

こ
こ
で
は
伊
予
・
土
左
一
一
国
間
の
駅
路
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
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後
も
土
讃
本
線
の
開
通
す
る
昭
和
十
年
ま
で
、
伊
予
•
土
左
間
の
メ
イ
ン
ロ
ー
ト
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
従
っ
て
、

の
駅
路
を
踏
襲
し
て
い
る
と
断
定
し
て
も
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

笹
ケ
蜂
を
中
心
と
し
た
断
面
図
は
第
十
三
図
の
通
り
で
あ
る
が
、
腹
包
丁
と
い
わ
れ
る
付
近
が
最
も
き
つ
く
、
二
十
五
度
の
勾
配
と
な

っ
て
い
る
。
写
真
（
残
念
な
が
ら
、
頂
上
部
付
近
（
写
真
四
の
右
端
か
ら
少
し
右
）
が
山
陰
に
隠
れ
て
撮
影
で
き
な
か
っ
た
）
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う

に
、
国
境
を
中
心
と
し
た
山
間
地
で
は
尾
根
を
通
り
、

反
面
、
尾
根
に
至
る
ま
で
の
勾
配
が
き
つ
く
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

く
、
殆
ど
平
担
地
と
い
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
新
宮
か
ら
堀
切
峠
付
近
を
へ
て
川
之
江
に
至
る
ル
ー
ト
も
笹
ケ
峰
越
え
同
様
、
尾
根

越
え
で
あ
る
。

瀕

1
3

因

で
き
る
だ
け
最
短
距
離
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、

一
方
、
立
川
川
・
馬
立
川
流
域
で
は
意
外
に
勾
配
が
き
つ
く
な

以
上
の
こ
と
か
ら
、
伊
予
・
士
左
国
境
付
近
に
お
け
る
駅
路
が
吉
野
川
の
淫
谷
殴
を
避
け
、
文
流
の
勾
配
の
恙
つ
く
な
い
JII
沿
い
に
進

み
、
峠
前
後
で
は
尾
根
づ
た
い
に
ル
ー
ト
を
設
定
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

眸
逹
ヽ
＾

N
噴

ド

は

三

、
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N
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 こ
の
ル
ー
ト
が
古
代

そ
の
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峠 間 の 尾 根
考

条
大
路
に
相
当
）
が
駅
路
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
へ
て
水
城
に
達
し
た
か
で
あ
ろ

条
里
施
行
地
域
に
お
け
る
駅
路
は
大
部
分
、
条
里
地
割
の
方
位
に
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
う
で
な
い

(44) 

(41) 

場
合
も
山
陽
道

・
山
陰
道

・
東
山
道

・
南
海
道
に
存
在
し
興
味
が
も
た
れ
る
。
こ
こ
で
は
大
宰
府
周
辺

の
駅
路
を
取
上
げ
、
条
里
地
割
と
駅
路
と
の
関
係
を
再
考
し
て
み
た
い
。
そ
の
理
由
は
水
城
欠
堤
部
に

お
い
て
発
掘
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
遺
構
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

大
宰
府
周
辺
に
お
け
る
条
里
地
割
の
分
布
は
第
十
四
図
の
通
り
で
あ
る
が
、

く、

K

|
L
間
に
は
坂
状
の
堀
切
り
と
認
め
ら
れ
る
遺
構
が
あ
る
。

め
に
通
り
や
す
く
す
る
よ
う
に
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

さ
て
、

K
I
M
閻
は
旧
武
蔵

・
古
賀
村
境
に
一

k
点
か
ら
先
、
即
ち
、
北
に
の
び
る
条
里
地
割
の
区
画
線
は
大
宰
府
政
庁
か
ら
南
に
の
び
る
中

軸
線
（
帝
都
の
朱
雀
大
路
に
相
当
）
に
も

G
I
H
.
I
|
J
間
に
直
線
状
の
凹
地
が
あ
り
、
駅
路
跡
と
判
断

さ
れ
る
。
そ
れ
は
大
宰
府
都
城
の
中
軸
線
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

ア
メ
リ
カ
軍
撮
影
の
空

こ
れ
は

K
点
が

L
点
よ
り
低
い
た

k
点
か
ら
さ
ら
に
西
北
に
の
び
る
直

線
状
の
道
路
痕
跡
は
認
め
ら
れ
ず
、
お
そ
ら
く
こ
の
中
軸
線
に
沿
っ
て
駅
路
が
北
上
し
た
に
違
い
な
い
。

次
に
大
宰
府
政
庁
か
ら
の
駅
路
は
政
庁
の
正
面
を
東
西
に
走
る
現
在
の
直
線
状
の
道
路
（
帝
都
の
二

う
。
水
城
東
堤
東
端
部
近
く
に
東
門
跡
、
水
城
西
堤
西
端
部
に
西
門
跡
と
呼
ぶ
遺
構
が
あ
り
、
前
者
に

は
扉
に
使
用
し
た
と
み
ら
れ
る
礎
石
が
存
在
す
る
。
従
っ
て
、
東
西
の
城
門
を
駅
路
が
通
っ
て
い
た
と

致
し
、
注
目
に
値
す
る
。

中
写
真
（
M
-
八
六
ー
四
四
）
に
よ
れ
ば
、

K
I
N
間
に
直
線
状
の
道
路
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
な

五
駅
路
と
条
里
に
つ
い
て
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路

写真 4 下 附ー水 無
考

B
|
C
I
D
間
）
が
あ
る
。

そ
れ
程
長
く
も
な
く
無
視
し
て
も
良
さ
そ
う
で
あ
る
が
、

屋
」
か
ら
水
城
欠
堤
部
に
向
け
て
直
線
で
、

し
か
も
条
里
地
割
に
沿
わ
な
い
斜
向
道
路
（
第
十
四
図
の 「

関

(45) 

二
つ
の
城
門
と
大
宰
府
政
庁
を
結
ぶ
駅
路
で
あ
る
が
、
菅
原
道
真
の
歌
っ
た
「
刈
か
や
の
関
守
に
の

み
み
え
つ
る
は
人
も
許
さ
ぬ
道
べ
な
り
け
り
」
に
記
さ
れ
る
刈
宣
関
跡
が
西
鉄
大
牟
田
線
に
沿
う
坂
本

こ
こ
か
ら
西
門
跡
に
向
け
て
直
線
で
の
び
る
道
路
（
第
十
四
図
の
E
I
F

一
方
、
東
門
跡
か
ら
国
道
三
号
線
に
沿
う
旧
道
を
直
線
で
東
南
に
の
ば
す
と
「
関

た
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

(46) 

わ
な
い
斜
向
道
路
と
な
る
が
、

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
水
城
に
設
け
ら
れ
た
城
門
と
み
ら
れ
る
東
門
・
西
門
跡
の
位
置
と
直
線
状
の
道
路
、

さ
ら
に
は
小
字
名
と
関
跡
の
位
置
か
ら
駅
路
を
推
測
し
た
の
で
あ
る
が
、
空
中
写
真
を
み
る
と
、

南
で
北
に
屈
折
し
て
北
上
す
る
道
路
を
水
城
以
北
に
延
長
す
る
と
、
水
城
か
ら
博
多
湾
に
か
け
て
広
く

分
布
す
る
大
条
里
区
の
里
界
線
に
一
致
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
里
界
線
が
水
城
以
北
で
は
山
陽
道
で

あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
欠
堤
部
に
土
塁
が
あ
っ
た
の
か
否
か
は
っ
き
り
せ
ず
、

東
門
跡
か
ら
水
城
以
北
の
里
界
線
に
出
る
ル
ー
ト
を
重
視
し
、

(47) 

ト
と
し
て
表
現
し
た
こ
と
が
あ
る
。

水
城
欠
堤
部
の

そ
の
た
め

こ
の
短
い
斜
向
道
路
を
官
道
可
能
ル

ー

(48) 

と
こ
ろ
で
、
昭
和
四
十
五
年
以
来
進
め
ら
れ
て
き
た
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
欠
堤
部
に
土
塁
が
な
か
っ

「
関
屋
」
か
ら
東
は
条
里
地
割
の
区
画
線
に
沿
っ
て
大
宰
府
政
庁
に
達

屋
」
に
達
す
る
こ
と
か
ら
、

間
）
が
目
を
ひ
く
。

の
小
字
「
関
屋
」
に
存
在
し
、

考
え
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

「
関
屋
」
即
ち
、
関
の
設
け
ら
れ
た
位
置
か
ら
駅
路
が
二
手
に
分
れ
て
い

こ
の
場
合
、
東
門

・
西
門
跡
に
向
う
駅
路
は
明
ら
か
に
条
里
地
割
に
沿
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第

14
図

大

宰

府

周

辺

の

想

定

駅

路

た
こ
と
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
、

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
御
笠
川
に
水
城
築
堤
と
同
時
期
の
関
連
遺
構
と
考
え
ら
れ
る
石
敷
遺
物
が
検
出
さ
れ
、
洗
堰
と
推
測
さ
れ
た
。
さ

ら
に
水
城
東
堤
西
北
端
か
ら
時
期
を
異
に
す
る
二
棟
の
堀
立
柱
建
物
が
検
出
さ
れ
、
周
辺
か
ら
八
世
紀
の
土
師
器
が
出
土
し
た
。
し
か

し
、
瓦
の
出
土
は
非
常
に
少
な
く
、
こ
の
建
物
は
瓦
葺
で
な
か
っ
た
か
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
位
置
か
ら
監
視
所
的
な
建
物

が
八
世
紀
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
二
棟
の
建
物
が
検
出
さ
れ
た
場
所
の
西
隣
、
即
ち
、

笠
川
の
右
岸
沿
い
が
水
城
の
小
字
「
古
門
畑
」
で
、
そ
の
意
味
は
こ
こ
に
も
か
っ
て
城
門
が
あ
っ

土
星 御

駅

路

考
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路

考

め
ら
れ
る
早
良
郡
を
取
上
げ
て
み
た
い
。

六

駅
路
と
行
政
界
に
つ
い
て

の
な
い
御
笠
川
と
そ
の
河
岸
沿
い
の
警
備
を
兼
ね
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
城
門
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
通
行
可

能
な
道
路
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
水
城
欠
堤
部
を
通
る
ル
ー
ト
が
大
宰
府
政
庁
よ
り
水
城
以
北
に
至
る
最
短
ル
ー
ト
に
な
る
だ
け
で
な

く
、
後
述
す
る
都
城
プ
ラ
ン
か
ら
、

こ
の
欠
堤
部
に
駅
路
が
通
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
宰
府
政
庁
近
く
で
も
条
里
地
割
と
一
致
し
な
い
駅
路
が
推
測
さ
れ
る
の
は
、
水
城
を
境
に
し
て
条
里
地
割
が
異
な
り
、
駅
路
が
最
短

コ
ー
ス
を
目
指
す
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ト
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
水
城
欠
堤
部
を
通
る
駅
路
を
考
え
た
場
合
、
博
多
湾
か
ら

水
城
を
目
指
す
里
界
線
を
そ
の
ま
ま
欠
堤
部
以
南
に
及
ぼ
す
と
、
大
宰
府
政
庁
の
前
面
を
西
に
至
る
道
路
（
帝
都
の
二
条
大
路
に
相
当
、
第

十
四
図
の
0
|
Q
間
）
の
延
長
と
右
郭
の
西
端
と
の
交
点
（
第
十
四
図
の
R
点
）
に
く
る
こ
と
は
、
大
宰
府
都
城
計
画
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ

う
な
ペ
ー
パ
ー
プ
ラ
ン
を
立
案
し
た
が
、
実
際
に
は
水
城
の
重
要
性
を
考
慮
し
て
、
山
陽
道
の
場
合
、
水
城
付
近
で
二
つ
の
ル
ー
ト
に
分

離
さ
せ
、
大
宰
府
政
庁
に
近
い
「
関
屋
」
で
西
門
か
ら
の
ル
ー
ト
を
合
わ
せ
て
‘
―
つ
の
ル
ー
ト
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
宰

府
の
都
城
。
フ
ラ
ン
が
条
里
地
割
に
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
条
里
地
割
の
施
行
が
都
城
。
フ
ラ
ン
よ
り
先
行
し
た
か
、
同
時
期
に
施
行

さ
れ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
駅
路
施
行
の
時
期
に
対
す
る
考
え
も
異
な
っ
て
く
る
が
、
城
門
•
関
の
位

醤
、
斜
向
道
路
の
あ
り
か
た
か
ら
み
て
、
大
宰
府
都
城
と
同
時
期
に
駅
路
が
施
行
さ
れ
た
と
考
え
た
い
。

条
里
施
行
地
域
に
お
け
る
余
剰
帯
の
確
認
や
空
中
写
真
に
み
え
る
道
路
状
の
痕
跡
か
ら
駅
路
を
比
定
し
、
旧
村
境
と
の
関
連
を
考
察
す

(49) 

る
と
、
し
ば
し
ば
両
者
が
重
な
る
場
合
が
少
く
な
い
。
こ
れ
は
足
利
健
亮
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
古
来
の
重
要
な
線
」
で
あ
っ
た
こ
と
を

物
語
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
駅
路
比
定
の
困
難
な
地
域
で
、
意
外
に
直
線
状
に
長
く
の
び
る
旧
村
境
が
丘
陵
地
や
平
担
地
に
あ
っ
た

場
合
、
駅
路
跡
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
る
の
も
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
こ
で
は
空
中
写
真
か
ら
直
線
状
の
道
路
痕
跡
が
一
部
に
認
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(50) 

早
良
郡
の
想
定
駅
路
は
第
十
図
に
示
し
た
よ
う
に
里
界
線
と
一
町
ず
れ
て
い
る
が
、
駅
路
の
比
定
が
可
能
な
野
方
か
ら
那
珂
郡
境
ま
で

の
約
一

1

一
分
の
二
が
旧
村
境
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
早
良
・
那
珂
郡
境
の
丘
陵
地
か
ら
以
東
で
も
切
れ
る
こ
と
な
く
旧
村
境
が
那
珂

郡
城
の
想
定
駅
路
に
沿
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
里
界
線
に
沿
っ
て
い
な
い
。

さ
て
、
額
田
駅
は
野
方
が
そ
の
遺
称
地
で
あ
る
が
、

五
図
の

x)
付
近
も
有
力
な
候
補
地
で
あ
る
が
、

駅
の
具
体
的
な
比
定
と
な
る
と
容
易
で
は
な
い
。
十
郎
川
に
沿
う
湧
水
点
（
第
十

付
近
一
帯
は
粗
質
グ
ラ
イ
土
壌
を
な
し
、
秋
落
が
ひ
ど
く
農
業
の
生
産
は
低
い
と
さ

(51) 

れ
、
古
代
よ
り
居
住
地
と
し
て
は
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
湧
水
帯
の
西
で
は
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
、
土

—
,
＇
ー

'
’
_
I
B
忌

r
I
燐
ば
晃
零

考
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駅

師
器
・
須
恵
器
・
布
目
瓦
の
小
破
片
が
少
量
出
土
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
近
位
置
か
ら
流
転
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、

は
コ
ン
タ
ー
が
一
段
高
く
な
る
現
在
の
野
方
の
集
落
を
含
む
扇
状
地
末
端
高
地
一
帯
が
有
力
候
補
地
と
み
ら
れ
る
。

問
題
は
郡
家
で
あ
る
が
、
早
良
郡
の
擬
大
領
で
あ
っ
た
三
家
連
黄
金
と
そ
の
一
族
で
郡
司
ク
ラ
ス
の
有
力
者
と
推
測
さ
れ
る
三
家
連
豊

(52) 

継
が
額
田
郷
に
居
住
し
て
い
た
。
郡
司
が
必
ず
し
も
郡
家
又
は
そ
の
近
く
に
居
住
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
注
目
し
て
よ
い
だ

ろ
う
。
額
田
郷
に
比
定
さ
れ
る
拾
六
町
に
は
奈
良
時
代
の
創
建
と
み
ら
れ
る
城
ノ
原
廃
寺
、

る
と
、

想
定
さ
れ
る
。

路

考

そ
の
も
と
の
場
所

そ
の
近
く
に
は
斜
ケ
浦
瓦
窯
跡
が
あ
り
、
律

(54) 

令
時
代
の
中
心
地
が
額
田
郷
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
ま
た
、
額
田
郷
に
比
定
さ
れ
る
下
山
門
に
は
壱
岐
直
真
根
子
を
祭
祀
す
る

壱
岐
神
社
が
あ
り
、
付
近
一
帯
は
旧
壱
岐
村
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
卜
占
を
行
う
壱
岐
氏
が
居
住
し
て
い
た
と
み
て
大
過
な
か
ろ
う
。
額

(55) 

田
部
が
そ
れ
ぞ
れ
の
本
貫
地
よ
り
、
田
作
り
中
心
の
農
耕
諸
呪
術
を
持
っ
て
世
々
の
宮
廷
に
奉
仕
し
た
職
業
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
察
す

あ
る
い
は
額
田
部
と
壱
岐
氏
と
の
間
に
祭
祀
行
事
を
中
心
と
し
た
深
い
関
連
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
想
定
駅
路
に
沿
う
橋
本
の
小
字
「
警
固
（
第
十
五
図
イ
点
）
」
に
注
目
し
た
い
。
那
珂
郡
で
も
想
定
駅
路
に
那
珂
の
小
字
「
警

固
町
」
が
沿
い
、
し
か
も
想
定
那
珂
郡
家
に
近
い
位
骰
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
駅
路
を
通
る
人
・
物
を
検
閲
す
る
た
め
に
関
剣
に
類

(56) 

す
る
役
割
を
は
た
し
て
い
た
施
設
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
が
、
早
良
郡
で
も
同
様
と
す
れ
ば
、

「
警
固
」
付
近
に
郡
家
が

地
名
か
ら
で
は
戸
切
の
小
字
「
兵
庫
町
（
第
十
五
図
口
点
）
」
は
軍
団
の
兵
庫
で
は
な
く
、
郡
家
の
兵
庫
に
由
来
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
橋
本
の
小
字
「
御
厩
ノ
後
（
第
十
五
図
ハ
点
）
」
は
額
田
駅
に
関
連
す
る
地
名
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
が
、

室
見
川
の
渡
河
地
点
に
接
す
る
だ
け
に
全
く
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
思
う
。

が
想
定
駅
路
に
近
い
位
置
に
あ
り
、

こ
こ
で
は
、
福
重
の
小
字
「
稲
木
（
第
十
五
図
二
点
）
」

『
和
名
抄
』
に
記
す
田
部
郷
の
遣
称
地
で
あ
る
小
田
部
に
近
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
同
例
と
し
て

(57) 

は
那
珂
郡
家
に
近
い
那
珂
の
小
字
「
イ
ナ
ギ
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。

小
田
部
で
は
想
定
駅
路
に
沿
っ
て
発
掘
が
行
な
わ
れ
、
古
墳
時
代
の
住
居
跡
七
軒
、
奈
良
時
代
の
住
居
跡
一
軒
、
炉
跡
三
、
堀
立
柱
穴

(58) 

一
、
平
安
時
代
の
溝
一
、
中
世
の
溝
一
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
、
土
師
器
も
四
世
紀
か
ら
八
世
紀
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
、
田
部
郷
の
中
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駅
路
を
基
準
に
し
て
地
域
計
画
が
進
め
ら
れ
た
と
し
た
場
合
、
駅
路
が
郷
境
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
が
浮
ぶ
。

し
か
し
、
郷
に
関
す
る
史
料
が
少
く
、
そ
の
関
連
を
究
明
す
る
の
が
大
変
困
難
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
讃
岐
国
刈
田
郡
の

駅
路
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
際
、
駅
路
が
里
界
線
を
通
り
、
郷
境
に
も
な
っ
て
い
た
と
判
断
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
比
較
的
史
料

の
多
い
伊
予
国
越
智
郡
と
史
料
の
な
い
讃
岐
国
那
珂
郡
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

(59) 

伊
予
国
越
智
郡
の
場
合
、
『
和
名
抄
』
に
記
載
さ
れ
な
い
石
井
郷
が
あ
り
、
郷
数
の
変
化
、
即
ち
郷
域
の
変
動
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
郷
域
の
復
原
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
史
料
は
、
律
令
時
代
の
も
の
で
な
く
、
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
高

(60) 

重
進
が
讃
岐
国
多
度
郡
の
郷
域
復
原
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
里
制
成
立
の
と
き
の
古
代
的
村
落
で
あ
る
里
（
郷
）
は
十
三

i
十
四
世

紀
初
期
ま
で
残
り
、
そ
の
後
に
お
い
て
始
め
て
近
世
の
村
に
つ
な
が
る
村
落
が
形
成
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
こ
の
考
え
に

同
意
し
、
論
を
進
め
た
い
。

(61)

（

62) 

さ
て
、
郷
域
を
示
す
史
料
は
国
分
寺
・
観
念
寺
・
大
山
積
神
社
の
各
文
書
に
み
ら
れ
る
が
、

た
は
越
智
本
郡
）
以
外
は
す
べ
て
『
和
名
抄
』
記
載
の
郷
名
と
な
っ
て
い
る
。

っ
て
い
る
。

七
駅
路
と
郷
域
に
つ
い
て

心
地
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
地
区
を
想
定
駅
路
が
通
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
発
掘
で
駅
路
の
遺
構
は
検
出
さ
れ
て
い

な
い
。以

上
、
早
良
郡
に
お
け
る
駅
路
と
行
政
界
に
つ
い
て
み
て
み
た
。

こ
こ
で
は
道
路
痕
跡
が
一
部
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
駅
路
比
定
が

可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
空
中
写
真
で
も
そ
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
な
い
多
々
良
川
右
岸
の
土
井
以
東
、
糸
島
郡
域
等
で
旧
村

境
の
あ
り
か
た
を
み
て
み
た
が
、
残
念
な
が
ら
直
線
状
に
乏
し
く
比
定
が
で
き
な
い
。
今
後
は
筑
前
・
筑
後
国
以
外
で
検
討
し
た
い
と
思

駅

路

考

と
こ
ろ
で
、

筆
者
の
管
見
の
限
り
で
は
小
千
本
郡
（
ま

越
智
郡
の
郷
域
を
示
す
史
料
は
殆
ど
郷
名
の
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旦 十七 舟五廿六
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郷

谷 吉 橋 市 名
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治 見

田 依田 打田 木堀田田 名
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十

坪

贔

名

駅

路

考

て
考
え
て
み
た
い
。

つ
か
の
郷
域
に
つ
い

る
。
従
っ
て
、

し‘
＜ 

こ
と
は
不
可
能
で
あ

域
を
明
ら
か
に
す
る

が
強
く
、
『
和
名
抄
』

に
記
す
す
べ
て
の
郷

近
に
集
中
す
る
傾
向

ら
か
に
伊
予
国
府
付

の
よ
う
に
な
る
。
明

て
み
る
と
第
十
七
図

を
地
形
図
に
記
入
し

比
定
が
確
実
な
も
の

下
に
条
里
の
固
有
里
名
が
つ
く
。
従
っ
て
、
固
有
里
名
の
現
在
地
へ
の
比
定
が
基
礎
的
作
業
と
な
る
が
、
既
に
片
山
文
一
郎
に
よ
る
詳
細

(63) 

な
研
究
が
あ
る
。

筆
者
も
片
山
文
一
郎
の
職
尾
に
付
し
て
調
査
を
進
め
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
片
山
文
一
郎
と
異
な
る
点
は
桃
本
里
の
位
置
で
あ
る
。
そ

れ
は
秋
元
の
小
字
「
桃
本
（
第
十
六
図
の
B
点
）
」
と
郷
の
小
字
「
桃
本
（
第
十
六
図
の
C
点
）
」
が
い
ず
れ
も
同
一
の
里
内
に
位
置
す
る
こ
と

か
ら
、
窪
田
里
の
西
に
桃
本
里
を
比
定
し
た
い
。
諸
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
里
名
を
郷
ご
と
に
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

そ
こ
で
、
里
名
の
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駅

路

考

ま
ず
第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
拝
志
郷
に
属
す
る
窪
田
里
と
立
花
郷
に
属
す
る
桃
本
里
の
郷
境
が
旧
立
花
・
富
田
村
境
に
一
致
す
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
村
境
が
郷
境
を
踏
襲
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
旧
村
境
は
桃
本
里
の
北
二
町
で
里
界
線
よ
り
一
町
西
に
な

っ
て
北
上
し
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
以
北
で
も
郷
境
は
里
界
線
に
よ
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
立
花
郷
に
属
す

る
大
路
里
は
駅
路
に
沿
う
第
十
七
図
の

X
里
か

Y
里
の
い
ず
れ
か
と
思
わ
れ
る
が
、
里
界
線
に
沿
う
廿
五
坪
が
立
花
郷
に
属
す
る
こ
と
か

ら
、
駅
路
が
郷
境
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

次
に
拝
志
・
桜
井
・
高
市
三
郷
の
接
す
る
頓
田
川
流
域
は
各
里
名
が
数
多
く
比
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

る
。
即
ち
、
背
見
里
十
八
坪
が
高
市
郷
に
属
す
る
こ
と
か
ら
、
里
界
線
が
拝
志
・
高
市
郷
の
郷
境
に
、
ま
た
、
曽
根
里
舟
五
坪
が
拝
志
郷

に
属
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
里
界
線
が
拝
志
・
桜
井
郷
境
に
、
さ
ら
に
筒
見
田
里
十
八
坪
が
高
市
郷
に
属
す
る
こ
と
か
ら
、
桜
井
・

高
市
郷
境
も
拝
志
・
高
市
郷
境
と
同
じ
里
界
線
に
、
そ
れ
ぞ
れ
比
定
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
穴
掘
里
は
高
市
・
桜
井
一
一
郷
に
属
す
る
こ
と

か
ら
、
坪
界
線
に
よ
る
郷
境
が
考
え
ら
れ
、
旧
国
分
・
旦
、
旦
・
登
畑
の
旧
村
境
が
郷
境
を
踏
襲
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
立
花
・
給
理
郷
（
第
十
六
図
の
A
点
は
烏
生
の
小
字
「
氷
田
」
で
あ
る
が
、
郡
家
に
は
関
係
が
な
い
と
み
た
い
。
）
の
郷
境
は
桜
井
・
高
市

・
拝
志
三
郷
の
郷
境
と
考
え
ら
れ
る
里
界
線
と
同
一
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
そ
れ
は
旧
郷
・
八
町
村
境
が
蒼
社
川
付
近
を
除
い
て
、
こ

の
里
界
線
よ
り
一
町
北
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
日
吉
・
立
花
郷
境
も
里
界
線
と
す
れ
ば
、
日
吉
郷
上
治
田
里
の
東
を
通
る
里
界
線

で
、
こ
の
里
界
線
を
南
に
延
長
す
れ
ば
、
給
理
・
高
橋
郷
境
に
も
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
日
吉
・
高
橋
郷
境
は
拝
志
・
給
理
郷
境
と

判
断
さ
れ
る
里
界
線
と
同
一
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
駅
路
の
南
二
町
を
東
西
に
通
じ
る
里
界
線
（
第
十
七
図
の
A
_
B
)
が
越

智
郡
の
地
域
計
画
の
基
準
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
給
理
・
高
市
・
新
谷
三
郷
の
郷
境
は
里
界
線
に
一
致
す
る
旧

松
木
・
八
町
、
松
木
・
中
寺
、
五
十
嵐
•
新
田
村
境
、
さ
ら
に
は
越
智
本
郡
古
浜
里
十
二
．
f
f
t
-
坪
、
越
智
本
郡
清
水
里
f
f
t
-．州
四

坪
、
新
谷
郷
大
田
里
四
坪
の
各
位
置
を
考
慮
し
、
里
界
線
に
よ
る
郷
境
を
考
え
れ
ば
、
第
十
七
図
の
よ
う
な
郷
域
と
な
ろ
う
。
新
谷
・
高

市
郷
境
も
里
界
線
（
第
十
七
図
の
C

ー

D
)
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

郷
域
の
考
察
に
は
便
利
で
あ

-277-



ま‘，＇ 
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次
に
讃
岐
国
那
珂
郡
の
場
合
を
考
え
て
み
た
い
。

一
郷
増
加
し
て
十
一
郷
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

な
の
か
、
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駅

あ
る
い
は
郡
全
体
を
再
編
成
し
て
十
一
郷
に
な
っ
た
の
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。

路

木
一
徳

考

梨

の
線

致

J

一

線

抄

里
界

劉

条

里

と

界

名

[
5

二
翠

:
ー
ー

I
I
i
l〗
-
5

第18図

題
は
な
い
だ
ろ
う
。

讃
岐
国
多
度

里
か
ら
な
っ
て
い
た
と
判
断
し
て
問

讃岐国那珂郡の条里と旧村境

み
た
が
、
各
郷
と
も
条
里
の
六
し
八

で
は
越
智
郡
の
六
郷
域
を
考
察
し
て

か
な
り
憶
測
を
加
え
て
ニ

郡
の
郷
域
を
考
察
し
て
み
た
。
前
者

以
上
、

注
目
し
た
い
。

の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
に

な
る
。

こ
の
数
字
は
西
隣
の
多
度
郡

い
ず
れ
に
せ
よ
、

『
類
睾
二
代
格
』
巻
七
「
郡
司
事
」
元
慶
四
年
三
月
廿
六
日
条
の
太
政
官
符
に
よ
れ

こ
の
新
し
い
郷
の
成
立
が
一
郷
の
分
割
な
の
か
、
い
く
つ
か
の
郷
の
再
編
成

あ
る
郷
域
が
変
化
し
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
『
和
名
抄
』
に
よ
れ
ば
、
那
珂
郡
は
十
一
郷
で
、
元
慶
四
年
以
後
成
立
し
た
新
し
い
郷
も
含
ま
れ
て
い
る
も

の
と
解
さ
れ
る
が
、
ど
の
郷
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

(65) 

『
和
名
抄
』
に
記
す
那
珂
郡
十
一
郷
の
な
か
で
、
智
多
郷
を
除
い
て
、
旧
村
名
等
か
ら
大
体
の
位
置
づ
け
が
可
能
に
な
る
。
そ
こ
で
里

駅
路
と
一
致
す
る
東
西
の
里
界

界
線
を
復
原
し
た
第
十
八
図
に
郷
名
を
記
入
し
、
里
界
線
と
一
致
す
る
旧
村
境
を
記
入
し
て
み
る
と
、

線、

G
|
H
、
A

ー

D
を
結
ぶ
東
西
・
南
北
の
里
界
線
が
那
珂
郡
の
郷
域
設
定
の
基
準
線
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
さ
れ
そ
う
で

あ
る
。
ま
た
、
駅
路
よ
り
北
は
五
郷
で
、
各
郷
と
も
里
界
線
に
よ
る
郷
境
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
一
郷
九
里
程
度
と
な
り
、
智
多
郷

以
外
は
正
方
形
の
郷
域
を
な
し
て
い
た
と
も
解
さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
条
里
施
行
地
域
を
十
一
郷
で
平
均
す
れ
ば
条
里
の
里
で
九
里
弱
と
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駅

郡
・
刈
田
郡
で
も
一
郷
が
条
里
の
六

l
八
里
か
ら
な
っ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
、
後
者
の
那
珂
郡
も
ほ
ぼ
同
様
と
み
な
さ
れ
る
。
少
い
事
例

か
ら
で
は
あ
る
が
、
条
里
地
割
の
卓
越
す
る
郡
の
郷
域
に
類
似
性
、
即
ち
、
地
域
計
画
の
一
環
と
し
て
の
郷
が
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

筆
者
は
上
妻
・
下
妻
二
郡
の
詳
細
な
条
里
を
復
原
す
る
過
程
で
、
二
郡
の
郡
境
が
そ
れ
ぞ
れ
の
里
界
線
に
一
致
す
る
だ
け
で
な
く
、
想

(68) 

定
駅
路
に
も
一
致
し
、
さ
ら
に
広
川
流
域
で
は
上
妻
、
三
瀦
郡
境
に
も
な
っ
て
い
た
と
想
定
し
た
こ
と
が
あ
る
。
上
妻
・
下
妻
二
郡
が
郡

の
成
立
当
初
か
ら
存
在
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
当
初
は
八
女
郡
で
あ
っ
た
の
が
、
の
ち
に
二
分
さ
れ
た
の
か
確
め
る
史
料
は
存
在
し
な
い

(69) 

が
、
少
く
と
も
六
百
九
十
年
九
月
十
三
日
ま
で
に
は
上
妻
郡
が
成
立
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
時
ま
で
に
下
妻
郡
の
成
立
を
推
測
さ

と
こ
ろ
で
、

せ
る
。

路

考

こ
の
よ
う
に
駅
路
・
郡
境
・
条
里
の
里
界
線
が
一
致
す
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
、
駅
路
が
先
行
し
、

里
地
割
が
同
時
期
に
施
行
さ
れ
た
の
か
、

あ
る
い
は
す
べ
て
同
一
時
期
に
施
行
さ
れ
た
の
か
大
変
困
難
な
問
題
に
直
面
す
る
。
南
海
道
や

山
陽
道
で
は
条
里
地
割
と
別
に
余
剰
帯
が
確
認
さ
れ
る
の
に
、
西
海
道
で
は
確
認
が
困
難
で
、
南
海
道
や
山
陽
道
と
は
異
な
っ
た
事
情
が

あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
筆
者
の
管
見
の
限
り
で
は
山
陽
道
・
南
海
道
・
西
海
道
で
郡
境
と
駅
路
が
一
致
す
る
と
み
ら
れ
る
の

(70) 

は
、
上
妻
・
下
妻
、
上
妻
・
三
瀦
郡
境
を
除
く
と
、
筑
前
国
の
那
珂
．
席
田
郡
境
だ
け
で
あ
る
。
『
和
名
抄
』
に
よ
れ
ば
、
席
田
・
下
妻

(71) 

二
郡
と
も
三
郷
で
筑
前
・
筑
後
国
で
そ
れ
ぞ
れ
唯
一
の
小
郡
で
あ
っ
た
。
席
田
郡
は
美
濃
国
の
席
田
郡
の
成
立
過
程
と
同
様
、
分
離
し
て

成
立
し
た
郡
と
考
え
れ
ば
、
里
界
線
に
も
一
致
す
る
直
線
状
の
駅
路
が
分
離
の
目
標
に
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
那
珂
．
席
田

二
郡
と
も
同
じ
坪
並
で
あ
り
な
が
ら
、
条
・
里
の
数
え
進
み
方
が
原
則
に
一
致
し
な
い
の
は
、
駅
路
・
郡
境
を
中
心
に
し
て
対
称
的
に
里

(72) 

を
数
え
進
ん
だ
と
判
断
さ
れ
る
。

一
方
、
上
妻
・
下
妻
郡
の
里
界
線
が
駅
路
・
郡
境
に
一
致
す
る
と
い
っ
て
も
二
郡
と
も
坪
並
が
異
な

(73) 

り
、
両
郡
と
も
郡
境
・
駅
路
を
中
心
に
対
称
的
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
同
じ
郡
境
で
も
事
情
が
異
な
っ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。
憶
測

八
駅
路
と
郡
境
に
つ
い
て

の
ち
に
郡
境
・
条

-279-



'
 

訳

路

考

ニ
匂応；`

第 19図
筑後国府付近の＊

息定駅路と郡境

—•280-



駅
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国
府
は
駅
路
に
沿
う
の
を
原
則
と
し
て
い
た
と
解
さ
れ
る
が
、

九
駅
路
と
国
府
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
想
定
さ
れ
る
国
府
域
に
駅
路
が
具
体
的
に
比
定
さ
れ
る
南
海

の
域
を
一
歩
も
出
な
い
が
、
上
妻
・
下
妻
二
郡
が
八
女
郡
の
分
割
と
す
れ
ば
、
駅
路
・
郡
の
分
割
・
条
里
が
同
時
期
に
施
行
さ
れ
た
可
能

性
が
強
い
。
那
珂
．
席
田
二
郡
の
場
合
は
駅
路
と
条
里
施
行
が
同
時
期
で
、
郡
の
分
割
が
遅
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
郡
境
の
駅
路

が
水
城
の
中
央
部
、
即
ち
、
欠
堤
部
を
通
っ
て
大
宰
府
に
至
る
駅
路
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
水
城
の
建
設
と
駅
路
・
条
里
施
行
と
の

関
連
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
上
妻
・
下
妻
・
三
瀦
三
郡
境
に
一
致
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
駅
路
（
第
十
九
図
の
ロ
ー
ハ
閻
）
は
第
十
九
図
の
ハ
点
で
屈
折
す
る

が
、
近
世
の
御
井
・
上
妻
郡
境
も
こ
の
屈
折
点
に
近
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
点
が
律
令
時
代
の
御
井
・
上
妻
郡
境
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
三

瀦
・
御
井
郡
境
で
あ
る
が
、
元
禄
十
四
年
の
筑
前
国
図
と
明
治
時
代
の
郡
境
を
比
較
し
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
御
井
郡
が
三
酪
郡
を
蚕
食

し
、
近
世
以
後
に
お
い
て
郡
境
の
変
化
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
第
十
九
図
に
示
し
た
よ
う
に
、
近
世
当
初
の
御
井
・
三
瀦
郡

境
が
直
線
状
の
チ
ー
リ
間
で
、
こ
の
線
を
ハ
点
に
の
ば
し
た
チ
ー
ハ
間
が
古
代
の
郡
境
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
理
由
は
チ
ー

リ
の
延
長
に
あ
た
る
ヌ
ー
ル
間
に
も
直
線
状
の
地
割
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
チ
ー
リ
が
御
井
郡
東
櫛
原
に
分
布
す
る

N
二
十
度
E
の
条
里

地
割
と
梅
満
に
分
布
す
る
N

ニ
―
•
五
度
E

の
条
里
地
割
を
二
分
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
前
者
は
『
和
名
抄
』
に
記
す
御
井
郡

節
原
郷
域
に
、
後
者
は
梅
満
の
小
字
「
鳥
飼
（
第
十
九
図
の
ヲ
点
）
」
が
示
す
よ
う
に
三
瀦
郡
烏
飼
郷
域
に
あ
た
る
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
な
お
、
チ
点
が
旧
筑
後
川
が
肥
前
国
に
食
込
む
曲
り
角
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
郡
境
と
し
て
の
目
標
設
定
に
な
り
や
す
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
チ
ー
リ
に
沿
う
縄
手
（
バ
ス
停
あ
り
）
地
名
に
も
注
目
し
た
い
。

・
西
海
一
一
道
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
次
の
二
つ
の
類
型
化
が
可
能
で
あ
る
。

（
一
）
駅
路
・
国
府
が
条
里
地
割
の
方
位
に
一
致
し
、
三
者
の
間
に
密
接
な
関
連
が
考
え
ら
れ
る
国
。
讃
岐
・
伊
予
・
筑
前
三
国
。
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以
下
の
地
域
計
画
が
進
め
ら
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。

国。
（
二
）
駅
路
が
条
里
地
割
の
方
位
に
一
致
す
る
が
、
国
府
が
そ
う
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
国
。
阿
波
・
土
左
・
豊
前
・
筑
後
・
肥
後
五

（一）

さ
ら
に
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
駅
路
が
里
界
線
に
一
致
す
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
で

(74) 

あ
る
。
前
者
と
し
て
は
讃
岐
国
が
あ
げ
ら
れ
、
駅
路
（
東
西
の
里
界
線
）
と
南
北
の
里
界
線
の
交
点
を
中
心
に
し
て
、
四
十
間
を
一
町
と
す

(75) 

る
方
八
町
域
の
国
府
域
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
中
央
部
付
近
に
甲
内
駅
が
位
懺
し
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
讃
岐
国
で
は
国

府
・
駅
路
・
条
里
と
の
間
に
深
い
関
連
、
即
ち
、
施
行
が
同
時
期
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
讃
岐
国
で
は
余
剰
帯
が
確
認
さ

(76) 

れ
、
里
界
線
の
復
原
可
能
な
諸
郡
で
は
必
ず
駅
路
が
里
界
線
を
通
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
綾
川
流
域
に
も
余
剰
帯
が
あ
っ
た
と
み
て
差
支
え

な
け
れ
ば
、
駅
路
が
条
里
の
施
行
さ
ら
に
は
国
府
設
置
に
先
行
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
駅
路
を
基
準
に
国
府

(77) 

次
に
後
者
と
し
て
は
伊
予
国
が
あ
げ
ら
れ
る
。
駅
路
は
里
界
線
と
一
致
し
な
い
が
、
六
十
閻
を
一
町
と
す
る
方
六
町
域
の
国
府
が
駅
路

を
南
限
に
と
り
、
駅
は
国
府
に
接
し
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
讃
岐
国
同
様
、
駅
路
に
余
剰
帯
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
里
界
線

(78) 

の
復
原
可
能
な
諸
郡
の
な
か
で
、
駅
路
と
里
界
線
が
一
致
す
る
の
は
周
布
郡
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
讃
岐
国
と
異
な
り
、
地
域
計
画
の

進
め
か
た
に
相
違
点
が
あ
っ
た
と
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(79) 

筑
前
国
府
域
を
方
六
町
と
す
れ
ば
、
北
端
と
東
端
を
駅
路
が
通
る
こ
と
に
な
る
が
、
里
界
線
の
復
原
は
不
可
能
で
、
従
っ
て
、
駅
路
と

里
界
線
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（二）

の
場
合
も
二
つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
（
一
）
と
同
様
、
駅
路
が
里
界
線
に
一
致
す
る
場
合
と
そ
う
で
な

豊
前
国
府
に
つ
い
て
は
当
初
京
都
郡
に
あ
り
、

(82) 

国
府
域
に
し
て
も
必
ず
し
も
一
致
を
み
な
い
が
、

い
場
合
で
あ
る
。
前
者
と
し
て
は
豊
前
・
肥
後
二
国
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
ち
に
仲
津
郡
に
移
転
し
た
説
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
説
が
あ
る
。
ま
た
、
仲
津
郡
の

い
ず
れ
に
せ
よ
、
府
域
の
西
南
を
直
線
に
進
む
道
路
状
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
が

駅

の
場
合
、 路

考
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駅
路
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
里
界
線
に
も
一
致
す
る
。
こ
こ
で
も
駅
路
・
条
里
の
施
行
が
国
府
設
置
よ
り
先
行
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

(84) 

う
か
。
な
お
、
里
界
線
の
復
原
さ
れ
る
諸
郡
の
な
か
で
、
駅
路
が
里
界
線
と
一
致
し
な
い
の
は
田
河
郡
だ
け
で
あ
る
。

(85) 

肥
後
国
の
国
府
域
は
想
定
駅
路
よ
り
一
町
離
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
厳
密
に
い
え
ば
、
駅
路
に
沿
わ
な
い
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
は
駅
路
が
里
界
線
に
一
致
す
る
が
、
ほ
ぼ
正
方
位
を
と
る
府
域
の
な
か
に
か
な
り
条
里
地
割
が
（
北
五
度

w)
残
る
こ
と
か

ら
、
府
域
が
条
里
施
行
よ
り
遅
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(86) 

阿
波
国
で
は

N
十
度
W
の
地
割
が
広
く
分
布
し
、
郡
頭
駅
か
ら
国
府
に
派
生
し
た
と
み
ら
れ
る
支
路
は
里
界
線
よ
り
一
町
ず
れ
た
区
画

（

町

）

（

88）

線
に
沿
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
、
余
剰
帯
が
確
認
さ
れ
る
。
国
府
城
を
六
十
間
を
一
町
と
す
る
方
八
町
城
に
比
定
し
た
場
合
、
駅
路
が
国

府
域
の
西
端
中
央
に
達
し
た
と
判
断
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
地
点
は
名
東
郡
の
六
里
と
七
里
の
里
界
線
で
、
し
か
も
国
府
域
を
斜
め

(89) 

に
横
切
っ
て
お
り
、
条
里
施
行
が
府
域
設
定
よ
り
先
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(90) 

国
分
川
右
岸
に
六
十
間
を
一
町
と
す
る
方
六
町
域
が
想
定
さ
れ
る
土
左
国
府
は
、
長
岡
郡
の
条
里
地
割
の
方
位

(
N
六
度
E
)
と
異
な

(91) 

っ
た
土
地
割
（
N
-
一度

w)
で
あ
る
が
、
香
美
郡
に
認
め
ら
れ
る
余
剰
帯
（
里
界
線
に
沿
わ
な
い
）
が
あ
り
、
こ
れ
に
続
く
台
地
上
で
も
駅
路

が
直
線
に
進
ん
だ
と
仮
定
し
た
場
合
、
国
府
城
の
東
南
隅
に
達
し
、
こ
こ
か
ら
国
府
域
を
通
っ
て
西
北
に
抜
け
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
仮
定
の
線
上
に
府
域
の
西
端
近
く
か
ら
国
分
寺
の
北
に
か
け
て
、
全
く
一
致
す
る
土
地
割
（
実
際
に
は
小
川
、
地
元
で
は
国
府
川
と

う
ま
や
の
し
り

(92)

い
う
）
が
約
五
町
あ
り
、
し
か
も
「
直
道
」
の
小
字
名
、
通
称
「
厩
尻
」
が
こ
の
線
上
に
沿
う
こ
と
か
ら
、
駅
路
跡
に
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。
従
っ
て
、
駅
路
が
季
美
郡
の
条
里
施
行
地
域
か
ら
台
地
上
を
直
線
で
進
み
、
国
府
域
に
達
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
土
左
国

府
域
に
も
香
美
・
長
岡
二
郡
の
条
里
地
割
の
方
位
と
一
致
す
る
駅
路
の
遺
構
が
残
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
条
里
・
駅
路
の
施
行
が

国
府
域
の
設
定
よ
り
先
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
駅
路
の
通
る
府
域
西
端
中
央
付
近
を
通
称
「
ら
し
ょ
う
」
と
い
い
、
こ
れ
は
羅

城
の
転
訛
と
み
ら
れ
、
帝
都
で
は
諸
道
の
出
口
に
あ
た
る
が
、
土
左
国
の
場
合
、
そ
の
位
置
が
国
府
城
の
南
端
中
央
で
は
な
く
、
西
端
中

央
付
近
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
養
老
二
年
以
前
に
は
伊
予
国
を
へ
て
帝
都
に
至
る
ル
ー
ト
が
メ
イ
ン
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
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は
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
駅
路
の
府
域
出
口
に
羅
城
門
が
あ
っ
た
の
か
、

け
ら
れ
た
名
称
か
は
今
後
の
発
掘
調
査
に
期
待
し
た
い
。

(93) 

高
良
川
の
右
岸
に
六
十
間
を
一
町
と
す
る
方
八
町
域
の
想
定
さ
れ
る
筑
後
国
府
は
府
域
の
北
か
ら
東
櫛
原
に
か
け
て
分
布
す
る
条
里
地

割
と
方
位
を
異
に
す
る
が
、
空
中
写
真
や
「
車
地
」
地
名
か
ら
判
明
す
る
駅
路
は
条
里
地
割
の
区
画
線
に
沿
っ
て
、
府
域
西
端
か
ら
約
五

(94) 

町
離
れ
た
枝
光
の
小
字
「
宮
立
」
付
近
を
南
北
に
通
っ
て
い
る
。
一
方
、
府
域
の
方
位
に
一
致
す
る
駅
路
が
府
域
を
東
西
に
通
り
、
西
に

至
っ
て
は
「
宮
立
」
で
十
字
街
を
形
成
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
東
西
に
走
る
駅
路
は
条
里
地
割
に
沿
う
南
北
の
駅
路
と
異
な
っ
た
斜
向
道

路
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
斜
向
道
路
は
短
い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
府
域
の
設
樅
に
伴
っ
て
生
じ
た
駅
路
と
考
え
れ

ば
、
条
里
施
行
が
国
府
域
の
設
定
よ
り
先
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(96) 

初
期
の
肥
前
国
府
は
大
和
町
尼
寺
一
帯
に
比
定
さ
れ
る
が
、
国
府
域
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
今
仮
り
に
木
下
良
の
想
定
す
る
国
府

域

(
N
―一度
E
の
土
地
割
）
で
も
、
国
分
寺
の
南
を
通
る
駅
路

(
N
八
十
度
E
)

や
条
里
地
割
（
N
+
度

w)
の
方
位
と
は
一
致
し
な
い
。

以
上
、
駅
路
と
国
府
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
が
、
駅
路
と
条
里
地
割
の
方
位
が
一
致
し
、
国
府
域
が
一
致
し
な
い
場
合
、
駅

路
・
条
里
の
施
行
が
先
行
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
余
剰
帯
の
検
出
さ
れ
る
南
海
道
と
さ
れ
な
い
西
海
道
で
は
施
行
時

期
の
相
違
か
、
あ
る
い
は
別
の
要
因
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
究
明
の
手
懸
が
な
い
。
一
方
、
駅
路
・
国
府
が
条
里
地
割

の
方
位
に
一
致
す
る
場
合
、
三
者
の
間
に
密
接
な
関
連
（
同
時
期
に
施
行
）
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
間
の
余
地
が
な
い
。
し
か
し
、
駅
路
に
余

剰
帯
が
あ
る
場
合
は
駅
路
が
条
里
・
国
府
の
施
行
よ
り
先
行
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
二
年
二
月
戊
子
条
に
よ
れ
ば
、

て
八
十
町
に
、
比
詳
神
に
封
戸
六
百
戸
、
位
田
六
十
町
を
宛
て
奉
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ま
で
に
封
戸
と
な
っ
て
い
た
四
百
二
十
戸
は

駅

路

考

あ
る
い
は
単
に
伊
予
国
へ
の
出
口
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
っ

八
幡
大
神
に
封
戸
三
百
八
十
戸
を
加
え
て
八
百
戸
に
、
位
田
三
十
町
を
加
え

十
駅
路
と
宇
佐
八
幡
宮
の
封
戸
・
荘
園
に
つ
い
て
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駅

て
い
る
。

路
十

考

に
「
本
御
庄
十
八
箇
所
」
と
あ
り
、
中
野
幡
能
に
よ
れ
ば
、

問
題

(98) 

『
宇
佐
到
津
』
文
書
に
よ
れ
ば
、
天
平
十
二
年
に
二
十
戸
、
同
十
八
年
に
四
百
戸
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
文
書
に
よ
っ
て
比
売

神
の
封
戸
は
「
所
謂
三
国
七
郡
御
封
是
也
」
と
あ
っ
て
、
豊
前
・
豊
後
・
日
向
三
国
の
七
郡
に
及
ん
で
い
た
。
そ
の
う
ち
豊
前
国
で
は
上

毛
郡
亘
戸
、
下
毛
郡
亘
戸
は
大
家
・
野
仲
二
郷
、
宇
佐
郡
二
百
十
戸
は
封
戸
・
向
野
・
高
家
・
辛
嶋
・
葛
原
五
郷
で
、
辛
嶋
郷
内
と
あ
る

葛
原
郷
が
十
戸
で
残
り
の
各
郷
が
五
十
戸
で
あ
ろ
う
。
上
毛
郡
の
百
戸
は
石
消
水
八
幡
・
古
表
八
幡
宮
の
存
在
か
ら
考
え
て
、
『
和
名
抄
』

(99) 

『
宇
佐
到
津
文
書
』

に
記
す
多
布
・
上
身
二
郷
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
八
幡
大
神
の
封
戸
八
百
戸
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

(
1
0
0
)
 

「
本
御
庄
」
は
封
戸
位
田
等
を
指
す
と
い
う
。
従
っ
て
、
十
八
庄
の
所
在
地

が
か
つ
て
封
戸
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
八
の
な
か
で
、
豊
前
国
に
関
係
あ
る
六
庄
を
『
和
名
抄
』
に
記
す
郷
に
よ
っ
て
考

え
て
み
た
い
。
勾
金
庄
は
田
河
郡
香
春
郷
、
到
津
庄
は
企
救
郡
蒲
生
郷
、
貰
庄
は
企
救
郡
長
野
郷
、
津
隈
庄
は
仲
津
郡
狗
野
郷
、
角
田
庄

は
築
城
郡
楕
木
郷
、
新
開
庄
は
宇
佐
郡
野
麻
郷
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
庄
は
い
ず
れ
も
想
定
さ
れ
る
駅
路
に
沿
う
。
そ
こ
で
八
幡
大
神
の
本

(
1
0
1
)
 

御
庄
と
比
詳
神
の
封
戸
に
な
っ
て
い
た
郷
を
若
千
の
類
型
に
漿
理
し
て
み
る
と
、
駅
家
の
所
在
地
に
は
到
津
（
到
津
駅
）
．
勾
金
（
田
河
駅
）

•
新
開
（
安
覆
駅
）
三
庄
と
大
家
（
下
毛
駅
）
・
辛
嶋
（
宇
佐
駅
）
二
郷
、
郡
家
の
所
在
地
に
は
勾
金
庄
と
多
布
（
上
毛
郡
）
・
大
家
・
辛
嶋
三

(
1
0
2
)

（

103) 

郷
、
軍
事
・
交
通
上
の
要
衝
地
に
は
津
隈
庄
と
な
る
。
貫
庄
の
貫
は
大
抜
屯
倉
の
遺
称
地
で
あ
り
、
角
田
庄
は
海
部
氏
の
拠
点
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
庄
も
津
隈
庄
と
同
じ
類
型
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
い
か
に
宇
佐
八
幡
宮
が
政
治
的
に
強
力
で
あ
っ
た
か

こ
れ
ら
六
庄
に
は
必
ず
鎮
守
八
幡
宮
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
。

が
理
解
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、伝

馬
に
つ
い
て
ー
筑
後
国
の
場
合
ー

(
1
0
4
)
 

伝
馬
制
の
変
遷
に
つ
い
て
足
利
健
亮
が
詳
細
に
述
べ
て
い
る
が
、
令
の
規
定
と
『
延
喜
式
』
に
記
さ
れ
た
伝
馬
の
あ
り
方
と
は
相
違
し

筑
後
国
で
は
「
駅
馬
御
井
°
葛
野
。
翌
道
各
五
四
」
「
伝
馬
御
井
。
上
妻
郡
。
狩
道
駅
各
五
疋
」
と
あ
り
、
駅
馬
・
伝
馬
が
置
か
れ
て
い
た
。

は
伝
馬
が
郡
に
置
か
れ
て
い
た
場
合
、
そ
の
場
所
が
郡
家
か
そ
う
で
な
い
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
足
利
健
亮
は
郡
衛
の
管
理
下
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定
す
る
こ
と
が
、
伝
馬
問
題
を
解
決
す
る
重
要
な
鍵
と
思
わ
れ
る
。

る。

(
1
0
5
)
 

に
あ
り
な
が
ら
、
す
べ
て
郡
街
か
ら
離
れ
、
主
要
交
通
路
沿
い
に
設
け
ら
れ
た
「
も
う
―
つ
の
施
設
」
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
察
し
て
い

筑
後
国
の
駅
路
は
空
中
写
真
か
ら
道
路
状
の
痕
跡
が
丘
陵
地
に
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
道
路
痕
跡
に
沿
っ
て
「
車
路
」
地
名
が
多
い

(
1
0
6
)
 

の
も
特
色
で
、
ほ
ぼ
筑
後
国
全
体
の
具
体
的
な
駅
路
の
比
定
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
比
定
で
き
る
駅
路
と
郡
家
の
位
置

か
ら
、
木
下
良
は
上
妻
郡
に
伝
馬
五
疋
を
置
き
、
葛
野
駅
に
こ
れ
を
見
な
い
の
は
、
上
妻
郡
が
特
に
駅
路
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る

(07) 

も
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
慮
し
て
い
る
。
確
か
に
駅
路
の
通
る
郡
の
郡
家
が
ど
こ
に
位
置
し
て
い
た
の
か
を
究
明
し
、
具
体
的
な
駅
路
を
比

(
1
0
8
)
 

さ
て
、
筑
後
国
十
郡
の
な
か
で
、
御
井
・
三
瀦
二
郡
を
除
く
郡
家
に
つ
い
て
は
鯖
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
、

御
井
・
三
瀦
郡
家
に
つ
い
て
述
べ
、
伝
馬
問
題
の
参
考
に
し
た
い
。

御
井
郡
家
に
関
す
る
史
料
は
存
在
し
な
い
が
、
御
井
の
小
字
「
横
道
・
大
烏
井
」
で
発
掘
の
折
、
大
型
の
溝
が
検
出
さ
れ
、
そ
の
状
況

(
1
0
9
)
 

か
ら
郡
家
遺
構
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
は
丘
陵
地
の
末
端
で
、
そ
の
北
の
崖
下
に
は
『
筑
後
国
神
名
帳
』
に
記
さ

う
ま
し
み
ず

れ
る
味
水
御
井
神
社
が
祭
祀
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
社
は
朝
妻
三
泉
の
一
っ
で
、
こ
の
泉
が
郡
名
の
起
源
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、

郡
家
と
の
深
い
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
国
府
の
西
に
想
定
さ
れ
る
駅
路
の
十
字
街
か
ら
東
に
派
生
し
た
支
路
は
国
府
域
を
通
り
、
や
が
て
御
井
郡
の
山
薦
に
達
す

る
と
山
辺
往
還
に
接
す
る
が
、
こ
の
往
還
は
名
前
が
示
す
よ
う
に
、
断
層
崖
下
の
扇
状
地
扇
頂
を
結
ん
で
早
く
か
ら
開
か
れ
て
い
た
と
み

ら
れ
、
奈
良
時
代
に
は
御
井
・
山
本
・
竹
野
•
生
葉
四
郡
を
結
ん
で
東
進
し
た
駅
路
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
ま
た
、
山
辺
往
還
と
駅

路
の
接
点
か
ら
、
さ
ら
に
山
麓
を
西
に
の
び
る
小
径
が
あ
り
、
郡
家
想
定
地
が
こ
れ
に
沿
う
こ
と
か
ら
御
井
郡
家
に
至
る
支
路
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
筑
後
国
府
に
近
接
し
た
御
井
郡
家
が
考
え
ら
れ
、
駅
路
の
十
字
街
（
第
十
九
図
参
照
）
ま
で
約
一
・

九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

駅

路

考

こ
の
際
、
駅
路
に
沿
う
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駅

路

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

オ
キ
タ
ル
ア
ト
ニ
、

考

三
猜
郡
家
の
大
き
な
手
懸
は
『
玉
垂
宮
縁
起
』
に
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
絵
図
の
な
か
に
古
賀
軍
司
長
者
が
描
か
れ
、
そ
の
跡
地
と
比
定

さ
れ
る
宮
本
の
小
字
「
古
賀
」
か
ら
、
築
地
跡
・
焼
米
が
検
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
長
者
伝
説
も
残
る
が
、
同
様
の
例
は
筑
前
国

(
1
0
)

（

111) 

の
夜
須
・
上
座
二
郡
、
筑
後
国
で
は
御
原
郡
の
郡
家
比
定
地
に
あ
り
、
有
力
な
傍
証
の
一
っ
と
な
ろ
う
。

次
に
『
筑
後
国
神
名
帳
』
に
記
さ
れ
る
「
玉
垂
姫
神
」
を
祭
祀
す
る
大
善
寺
の
玉
垂
宮
境
内
に
白
鳳
期
の
瓦
を
出
す
一
角
が
あ
り
、
伝

(
1
1
3
)
 

高
法
寺
と
い
わ
れ
、
お
そ
ら
く
郡
寺
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
こ
の
玉
垂
宮
に
関
し
て
『
高
良
玉
垂
宮
神
秘
書
同
紙
背
』
一
四
二
に

「
一
、
大
善
薩
、
仁
徳
天
皇
ノ
時
、
如
高
良
山
ノ
御
登
ノ
道
ノ
次
第
、
皇
宮
出
、
船
ニ
メ
サ
レ
、
先
大
善
寺
ヱ
ア
カ
リ
玉
テ
、
御
船
ヲ

乗
ス
テ
玉
フ
ナ
リ
、
（
以
下
略
）
」
、
同
じ
く
五
三
四
に
「
大
善
寺
河
ニ
ノ
リ
ス
テ
、

ア
サ
ツ
マ
ヲ

シ
テ
ヲ
キ
タ
ル
也
」
と
あ
り
、
御
井
郡

の
式
内
社
高
良
玉
垂
命
と
の
間
に
深
い
関
連
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
十
四
年
条
に
「
水
沼
別
」
、

(
1
1
4
)

（

115) 

『
高
隆
寺
縁
起
』
御
井
郡
条
に
「
古
老
主
帳
別
公
名
在
」
と
「
別
」
と
い
う
カ
バ
ネ
的
な
名
称
を
名
の
る
共
通
性
が
あ
っ
た
こ
と
も
無
縁

と
こ
ろ
で
、
大
善
寺
玉
垂
宮
の
北
に
は
三
重
の
濠
を
め
ぐ
ら
し
た
長
径
一
三

0
メ
ー
ト
ル
の
帆
立
貝
形
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
御
塚
、

二
重
の
濠
を
め
ぐ
ら
す
直
径
一
五

0
メ
ー
ト
ル
の
円
墳
で
あ
る
権
現
塚
、
三
重
の
濠
を
め
ぐ
ら
し
た
銚
子
塚
と
呼
ぶ
前
方
後
円
墳
（
明
治

初
年
ま
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
）
が
あ
り
、
九
州
に
は
珍
ら
し
く
畿
内
低
地
の
大
古
墳
の
お
も
む
き
を
も
ち
、
水
間
君
一
族
の
数
世
代

(
1
1
6
)
 

に
わ
た
る
墳
墓
で
あ
る
公
算
は
ま
こ
と
に
大
き
い
と
い
わ
れ
る
が
、
御
井
郡
の
高
良
神
社
に
は
船
載
三
角
縁
神
獣
鏡
が
あ
り
、
そ
の
山
館

に
は
筑
後
地
方
で
は
最
も
古
い
畿
内
型
古
墳
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
祇
園
山
古
墳
が
あ
る
な
ど
、
古
墳
の
上
で
も
御
井
・
三
瀦
両
地
域

(
1
1
7
)
 

に
似
か
よ
っ
た
共
通
性
が
認
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
郡
家
の
想
定
地
近
く
に
大
型
の
前
方
後
円
墳
の
目
立
つ
の
は
、
筑
後
国

(
1
1
9
)

（

120)

（

121) 

で
は
上
妻
郡
、
筑
前
国
で
は
恰
土
・
那
珂
・
上
座
三
郡
が
あ
げ
ら
れ
る
。

最
後
に
想
定
さ
れ
る
郡
家
か
ら
約
八
町
離
れ
た
夜
明
の
小
字
「
高
倉
」
に
祭
祀
さ
れ
る
印
鍮
神
社
（
夜
明
神
社
）
を
あ
げ
て
お
き
た

ア
ラ
タ
メ
、
古
御
船
ハ

ク
ハ
ン
シ
ャ
ウ
シ
タ
ル
也
、

カ
ノ
御
舟
ヲ
、

ウ
ハ
フ
キ
ヲ

ノ
リ
ス
テ
玉
イ
タ
ル
御
母
ヲ
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(
2
2
)
 

筑
後
国
で
は
郡
家
と
の
間
に
深
い
関
連
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
有
力
な
傍
証
の
一
っ
と
み
た
い
。

は
『
和
名
抄
」
に
記
さ
れ
る
夜
明
郷
に
比
定
さ
れ
る
が
、
夜
明
が
朝
日
の
さ
し
昇
る
郷
と
い
う
意
味
で
、
日
を
祭
る
信
仰
と
結
び
つ
く
も

(
1
2
3
)
 

の
と
考
え
れ
ば
、
日
奉
部
に
関
係
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
日
奉
部
は
日
神
の
子
孫
と
さ
れ
る
天
皇
の
権
威
を
宣
揚
す
る
も
の
だ
け
に
、

(
1
2
4
)
 

必
ず
勢
力
の
境
界
と
な
る
よ
う
な
地
域
に
設
定
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
朝
廷
が
筑
後
地
方
支
配
の
重
要
な
三
瀦
地
方
の
南
限
に
置
い
た
の
で

あ
ろ
う
。

以
上
、
御
井
・
三
瀦
郡
家
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
駅
路
か
ら
想
定
郡
家
ま
で
の
距
離
を
直
線
で
計
測
し
て
み
る
と
、
御
原
郡
家
ま
で
一

・
三
、
御
井
郡
家
ま
で
一
・
九
、
三
瀦
郡
家
ま
で
一

1

一
・
〇
、
上
妻
郡
家
ま
で
四
・
ニ
、
下
妻
郡
家
ま
で
一

1

一
・
四
、
山
門
郡
家
ま
で

0
.

五
、
三
毛
郡
家
ま
で
五
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
確
か
に
上
妻
・
三
毛
郡
家
が
駅
路
か
ら
離
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
距
離

的
に
そ
れ
程
他
の
郡
家
と
駅
路
か
ら
隔
離
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
御
井
郡
が
国
府
所
在
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
伝
馬
が
置
か
れ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
駅
路
に
遠
い
上
妻
郡
家
に
伝
馬
を
置
い
た
の
な
ら
、
な
ぜ
最
も
遠
い
三
毛
郡
家
に
置
か
な
い
で
狩
道
駅
に
置
い
た
の
か

は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
筑
後
国
だ
け
を
考
慮
し
て
も
解
決
の
糸
口
を
撰
む
ま
で
に
は
至
ら
ず
、
他
の
諸
国
の
駅
路
の

通
る
郡
家
の
位
置
に
つ
い
て
究
明
す
る
必
要
を
感
ず
る
。

駅
家
の
位
置
を
正
確
に
復
原
す
る
こ
と
も
璽
要
な
課
題
の
一
っ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
駅
家
の
規
模
を
示
す
史
料
は
「
類
衆
三
代
格
』

巻
一
神
郡
雑
務
事
弘
仁
八
年
十
二
月
廿
五
日
条
に
「
一
応
,
,
修
理
ー
駅
家
壱
処
在

I

一
度
会
郡

1

倉
一
宇
屋
四
宇
」
、
『
続
日
本
後
紀
』

承
和
八
年
閏
九
月
庚
戌
条
に
「
以
,
,
河
内
国
丹
比
郡
駅
家
院
倉
八
宇
屋
二
宇
1

。
遷
建
,
,
当
郡
日
根
野
一
。
為
,
,
正
倉
ー
。
」
と
記
す
程
度
で
あ

(
1
2
5
)
 

る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
、
足
利
健
亮
は
最
大
限
を
考
え
て
も
郡
家
が
国
街
の
方
二
町
と
い
う
よ
う
な
広
さ
を
し
の
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
賀
古
駅
に
比
定
さ
れ
る
古
大
内
遺
跡
も
土
地
割
か
ら
方
一
町
程
度
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

し‘

゜
駅

十
二
駅
家
の
規
模
に
つ
い
て

路

考

な
お
、

三
瀦
郡
家
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第20図 豊前国築城郡城井川右岸の想定駅路と想定築城駅

さ
て
、
播
磨
国
以
外
の
山
陽
道
で
発
掘
に
よ
っ
て
そ
の
遺
構

(
1
3
0
)
 

が
駅
家
跡
に
比
定
さ
れ
る
可
能
性
が
強
い
の
は
毎
戸
遺
跡
で
あ

る
。
毎
戸
は
浅
海
の
小
字
で
あ
る
が
、
毎
戸
が
「
ウ
マ
ヤ
ド
」

の
転
訛
、
即
ち
、

『
和
名
抄
』
に
記
す
駅
家
里
の
遺
称
地
で
、

(
1
3
1
)
 

『
延
喜
式
』
に
記
す
小
田
駅
と
関
連
が
あ
る
と
の
指
摘
は
早
く

か
ら
な
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
「
毎
戸
」
の
二
七
一
ノ
一
番
地

(
1
3
2
)
 

か
ら
古
瓦
が
出
土
す
る
こ
と
か
ら
廃
寺
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。

で
あ
る
。

る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
二
つ
の
小
字
名
は
い
ず
れ
も
ほ
ぽ
方
―
町

幡
郷
の
遺
称
名
）
神
社
が
あ
り
、
宇
佐
八
幡
と
深
い
関
係
に
あ

＜ ヽ

「
下
清
水
」
の
五
町
南
に
は
赤
幡
（
『
和
名
抄
』
に
記
す
綾

照
）
と
し
て
は
最
適
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
旧
築
城
村
域
に
近

(
1
2
6
)
 

山
陽
道
の
駅
館
は
蕃
客
に
備
え
て
「
瓦
葺
粉
壁
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
、
山
陽
道
沿
線
各
地
に
お
い
て
発
掘
が
進
め
ば
、
駅
家

(
1
2
7
)
 

跡
と
判
断
さ
れ
る
報
告
も
期
待
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
多
い
と
は
い
え
な
い
。
従
っ
て
、
発
掘
以
外
に
よ
る
駅
家
跡
比
定

(
1
2
8
)
 

の
方
法
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
藤
岡
謙
二
郎
が
指
摘
す
る
よ
う
に
駅
家
に
関
す
る
地
名
（
主
と
し
て
小
字
名
）
か
ら
駅
を
、

さ
ら
に
は
駅
路
を
比
定
す
る
方
法
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
で
、
藤
岡
謙
二
郎
は
「
清
水
」
地
名
が
駅
に
結
び
つ
く
可
能
性
を
あ
げ
て
い
る

が
、
筆
者
も
駅
路
が
明
確
に
比
定
さ
れ
る
豊
前
国
で
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
『
延
喜
式
』
に
記
さ
れ
る
下
毛
駅
は
旧
山
国
川
の

(
1
2
9
)
 

渡
河
地
点
に
位
置
す
る
高
瀬
の
小
字
「
清
水
」
に
比
定
す
る
の
が
最
適
と
判
断
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
城
井
川
に
近
く
駅
路
に
沿
う

赤
幡
の
小
字
「
下
清
水
」
は
築
城
駅
の
比
定
地
（
第
二
〇
図
参
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と
こ
ろ
が
旧
井
笠
鉄
道
軌
道
跡
に
国
鉄
新
線
が
建
設
さ
れ
る
に
伴
い
、
路
線
内
に
入
る
遺
跡
に
つ
い
て
発
掘
調
査
が
昭
和
四
十
九
年
二
月

か
ら
三
月
に
行
な
わ
れ
、
建
物
が
三
棟
検
出
さ
れ
た
。

(
3
3
)
 

報
告
書
に
よ
れ
ば
、
建
物

I
.
I
I
の
配
置
か
ら
遺
構
は
寺
院
の
建
物
と
は
考
え
に
く
く
、
建
物
ー
の
中
軸
線
及
び
現
在
の
地
形
を
考
慮

を
配
置
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

す
れ
ば
、
約
百
メ
ー
ト
ル
四
方
の
区
画
を
南
北
と
も
に
三
等
分
し
、
九
坪
に
分
け
そ
の
北
西
側
の
四
坪
、
ま
た
は
西
側
六
坪
に
中
心
建
物

こ
の
遺
跡
が
成
立
し
た
初
期
の
時
期
は
土
城

II
の
時
期
よ
り
奈
良
時
代

前
期
と
み
ら
れ
、
整
備
さ
れ
た
時
期
は
建
物

III
の
時
期
（
奈
良
時
代
後
期
）
で
あ
り
、
出
土
し
て
い
る
瓦
類
も
こ
の
時
期
に
造
営
さ
れ
た
建

物
に
葺
か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

が
造
営
さ
れ
、
平
安
前
期
も
し
く
は
中
期
に
廃
絶
し
た
と
判
断
し
て
い
る
。

以
上
、
発
掘
に
よ
っ
て
瓦
葺
が
確
認
さ
れ
た
建
物
が
寺
院
で
な
い
と
す
れ
ば
、
地
名
か
ら
駅
家
跡
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
ま
た
、

建
物
I
.
I
I
の
廃
絶
し
た
時
期
を
平
安
中
期
と
す
れ
ば
、
駅
の
廃
止
さ
れ
た
時
期
に
も
一
致
し
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、
土
塙

II
か
ら
発
見

さ
れ
た
「
馬
」
の
陰
刻
の
あ
る
土
師
器
は
駅
で
使
用
す
る
た
め
に
刻
ん
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
発
掘
が
部
分
的
で
あ
っ
た
た

め
遺
跡
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
周
辺
の
地
形
・
地
割
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
方
一
町
域
に
お
さ
ま
る
と
憶
測
さ
れ

そ
う
で
あ
る
。

毎
戸
遺
跡
を
駅
家
跡
に
比
定
す
れ
ば
、
小
田
郡
家
の
位
置
が
問
題
に
な
る
。

で
要
点
だ
け
を
記
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
郡
名
を
負
う
小
田
の
小
字
に
「
郡
上
・
郡
脇
・
郡
前
」
が
あ
り
、
し
か
も
「
郡
上
」
に
は
郡

の
中
心
的
神
社
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
郡
宮
跡
（
第
ニ
―
図
の
E
)
が
存
在
し
、
そ
の
西
北
約
三
町
の
小
字
「
縄
手
添
（
第
ニ
―
図
の
X

点
）
」
か
ら
は
奈
良
時
代
の
土
師
器
も
検
出
さ
れ
て
お
り
、

て
い
な
い
の
で
、
正
確
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
周
辺
の
地
形
、
郡
宮
跡
の
位
置
、
字
名
か
ら
考
え
て
第
ニ
―
図
の
よ
う
な
方
二
町
の
郡

衛
域

(
A
|
B
|
C
I
D
)
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
郡
衛
と
駅
の
比
定
地
が
直
線
に
し
て
約
六
町
し
か
離

駅

路

考

郡
家
想
定
地
と
し
て
は
異
論
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ

こ
れ
ら
の
瓦
葺
の
建
物
が
倒
壊
後
、
整
地
作
業
が
行
な
わ
れ
て
建
物
I
.
I
l

(
1
3
4
)
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
筆
者
が
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の

-290-



駅

路

考

第21図 備中国想定小田郡家 (A-B-C-D) と想定小田駅(E)

れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
、

「
毎
戸
」
付
近
の
条
里
と
小
田
付
近
の
条
里
と
は
明
ら
か
に
方
位
・
土
地
割
も
異
な
る
こ

と
か
ら
、
郡
家
想
定
地
付
近
の
条
里
地
割
が
『
和
名
抄
』
に
記
す
小
田
郷
、
『
毎
一
戸
』
付
近
が
駅
里
郷
に
属
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
駅

に
郡
名
を
負
う
小
田
を
つ
け
た
の
は
郡
家
に
近
い
位
置
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

(
1
3
5
)
 

佐
々
木
卓
也
は
安
芸
国
府
に
お
け
る
駅
路
を
具
体
的
に
比
定
し
、
さ
ら
に
地
名
・
地
形
・
神
社
・
土
地
割
等
を
考
慮
し
て
、
国
府
・
郡

家
を
比
定
し
て
い
る
。
下
岡
田
遺
跡
は
府
域
外
に
出
る
が
、
駅
路
に
沿
う
位
置
、
小
字
名
に
「
早
馬
立
」
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
こ
に
安
芸
駅
を
比
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
駅
を

下
位
段
丘
面
に
限
る
と
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
方
一
町
域
に
お

註一•発掘箇所

ー••一・・「毎戸」の範囲

地名は小字名

＼＼ 

一
方
、
西
海
道
・
南
海
道
で
は
駅
家
発
掘
の
事
例
を

聞
か
な
い
。
こ
れ
は
駅
家
が
瓦
葺
で
な
か
っ
た
可
能
性

が
強
い
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
駅
名
の
遣

称
地
が
旧
村
名
と
し
て
残
る
場
合
は
少
く
な
い
が
、
具

体
的
な
地
名
、
即
ち
、
小
字
名
と
し
て
残
る
場
合
は
非

常
に
稀
で
あ
る
。
南
海
道
（
四
国
）
は
阿
波
国
郡
頭
駅

の
遺
称
名
が
板
東
町
大
字
大
寺
の
小
字
「
郡
頭
」
に
伊

予
国
越
智
駅
の
遣
称
名
が
今
治
市
富
田
の
小
字
「
御

厩
」
に
残
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
西
海
道
で
は
筑
前
国

夷
守
駅
の
遺
称
名
が
福
岡
市
東
区
阿
恵
の
小
字
「
日

守
」
に
、
豊
前
国
杜
埼
駅
の
遺
称
名
が
北
九
州
市
門
司

さ
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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『
類
来
三
代
格
』
巻
七
「
牧
宰
事
」
天
平
宝
字
三
年
六
月
廿
二
日
条
に
よ
れ
ば
、
応
五
畿
内
七
道
諸
国
駅
路
両
辺
遍
種
ニ

菓
樹
ー
事
右
東
大
寺
普
照
法
師
奏
状
称
。
道
路
百
姓
来
去
不
レ
絶
。
樹
在

1

1

其
傍
ー
。
足
レ
息
―
―
疲
乏
ー
。
夏
則
就
レ
蔭
避
レ
熱
。
飢
則
摘
レ
子

嗽
レ
之
。
伏
願
。
城
外
道
路
両
辺
栽
ニ
ー
種
菓
子
樹
木
一
者
。
奉
レ
勅
。
依
レ
奏
。
」
、
『
類
衆
三
代
格
』
巻
十
九
「
禁
制
事
」
弘
仁
十
二
年
四

月
廿
一
日
条
に
「
一
応
函
杏
ー
制
祈
ー

1

一
損
路
辺
樹
木
ー
事
右
同
前
解
称
。
道
辺
之
木
夏
垂
レ
蔭
為

1
1

休
息
処
ー
。
秋
結
レ
実
民
得
レ
食
焉
。

而
或
頑
民
徒
致
＝
伐
損
一
。
去
来
之
呼
寧
並
失

1

一
便
宜
ー
。
望
請
。
特
加
二
禁
制
面
否
令
二
更
然
l

者
。
依
レ
請
。
以
前
右
大
臣
宣
。
奉
レ
勅
。
如
レ

件
。
諸
国
宜
レ
准
レ
比
。
」
、
『
延
喜
式
』
巻
五
十
「
雑
式
」
に
「
几
諸
国
駅
路
辺
植
涵
禾
樹
一
。
令
各
江
還
人
得
江
唸
墨
、
若
無
レ
水
処
。
量
レ

便
掘
年
井
。
」
と
あ
り
、
駅
路
に
沿
っ
て
菓
樹
が
植
え
ら
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

筆
者
は
空
中
写
真
か
ら
直
線
状
の
道
路
痕
跡
の
認
め
ら
れ
る
豊
前
国
築
城
郡
を
調
査
し
て
い
る
折
、
駅
路
に
沿
っ
て
椎
田
町
の
坂
本
・

越
智
の
小
字
「
木
ノ
実
」
が
あ
り
、
し
か
も
菓
実
神
社
が
祭
祀
さ
れ
て
い
る
の
を
現
地
調
査
の
際
に
知
っ
た
。
か
つ
て
駅
路
に
沿
っ
て
植

え
ら
れ
た
果
樹
地
が
後
世
な
ん
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
神
社
が
祭
祀
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
た
、
空

中
写
真
か
ら
直
線
状
の
道
路
痕
跡
の
認
め
ら
れ
る
田
川
市
と
糸
田
町
境
に
接
し
て
鼠
ケ
池
の
小
字
「
木
実
」
が
あ
り
、
し
か
も
こ
の
地
が

筑
前
・
豊
前
国
境
の
関
ノ
山
峠
か
ら
下
っ
て
き
た
地
点
で
、
近
く
に
は
湧
水
点
も
あ
り
、
休
憩
地
と
し
て
は
最
適
の
場
所
と
み
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
管
見
の
限
り
、
他
国
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
駅
路
に
沿
っ
て
植
え
ら
れ
た
菓
樹

地
跡
と
判
断
し
て
よ
い
か
ど
う
か
一
抹
の
不
安
が
残
る
。
今
後
、
他
国
で
も
こ
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
か
ど
う
か
究
明
す
る
必
要
を
感
ず

る。

士
二
駅
路
と
菓
樹
に
つ
い
て

区
門
司
の
小
字
「
御
厩
ノ
上

る
可
能
性
も
強
い
と
思
う
が
、

駅

路

考

・
御
厩
ノ
下
・
御
厩
上
迫
」
に
残
る
程
度
で
あ
る
。
そ
の
他
、

「
厩
」
関
係
地
名
に
く
ら
べ
れ
ば
、
よ
り
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
乾
政
官
符

「
清
水
・
立
石
」
地
名
に
駅
が
比
定
さ
れ
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駅

路

考

べ
て
み
た
。
ま
だ
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多
く
、
さ
ら
に
多
く
の
事
例
的
研
究
を
積
重
ね
る
必
要
を
感
ず
る
。
そ
れ
に
し
て
も
駅
路
が
国
府

・
郡
家
・
条
里
・
郷
域
の
設
定
な
ど
地
域
計
画
の
埜
準
に
な
っ
た
可
能
性
が
強
い
こ
と
だ
け
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

＿註＿
(
1
)
日
野
尚
志

H
「
讃
岐
国
刈
田
郡
に
お
け
る
官
道
（
南
海
道
）
と
条
里
・
郷
と
の
関
連
に
つ
い
て
」
（
『
東
北
地
理
』
二
八
巻
二
号
、
昭
和
51)

一

五
―
―
-
|
―
六
一
頁
。
同
⇔
「
南
海
道
の
駅
路
ー
阿
波
・
讃
岐
・
伊
予
・
土
左
四
国
の
場
合
ー
」
（
『
歴
史
地
理
学
紀
要
』
二
十
、
附
和
53)

一
五
一

ー
一
七
七
頁
。

(
2
)
日
野
尚
志

H
「
古
代
に
お
け
る
大
宰
府
周
辺
の
官
道
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
地
理
学
紀
要
』
十
六
、
旧
和
49)

―
二
九
ー
一
四
七
頁
、
同
⇔
「
豊

前
国
京
都
・
仲
津
・
築
城
・
上
毛
四
郡
に
お
け
る
条
里
に
つ
い
て
」
（
『
佐
賀
大
学
教
育
学
部
研
究
論
文
集
』
第
二
二
集
、
昭
和
49)
六
七
ー
七
九

頁
、
同
笛
「
筑
後
川
流
域
右
岸
に
お
け
る
条
里
に
つ
い
て
ー
筑
前
国
夜
須
・
上
座
・
下
座
三
郡
、
筑
後
国
御
原
・
御
井
（
一
部
）
二
郡
の
場
合
ー
」

『
佐
賀
大
学
教
育
学
部
研
究
論
文
集
』
第
二
三
集
、
昭
和
50)
七
一
ニ
ー
九
九
頁
、
同
祠
「
筑
前
国
那
珂
・
席
田
・
粕
屋
・
御
笠
四
郡
に
お
け
る
条
里

に
つ
い
て
」
（
『
佐
賀
大
学
教
育
学
部
研
究
論
文
集
』
第
二
四
集

m、
昭
和
51)
七
三
ー
九
一
頁
、
同
国
「
豊
前
国
田
河
・
企
救
・
下
毛
・
宇
佐
四

郡
に
お
け
る
条
里
に
つ
い
て
」
『
佐
賀
大
学
教
育
学
部
研
究
論
文
集
』
第
廿
五
集

m、
昭
和
52)
六
七
ー
七
八
頁
、
同
肉
「
筑
後
国
上
妻
・
下
妻
・

山
門
・
一

1

一
毛
四
郡
に
お
け
る
条
里
に
つ
い
て
」
『
佐
賀
大
学
教
育
学
部
研
究
論
文
集
』
第
二
六
集

m、
附
和
53)
ニ
ニ
九
ー
ニ
三
四
頁
。

(
3
)
木
下
良
「
空
中
写
真
に
認
め
ら
れ
る
想
定
駅
路
」
（
『
び
ぞ
ん
』
六
四
号
、
昭
和
51)

一
ー
十
九
頁
。

(
4
)
条
里
の
一
町
区
画
と
は
別
に
な
っ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
駅
路
跡
を
余
剰
帯
と
し
て
表
現
し
た
い
。

(
5
)
高
橋
美
久
―
-
「
播
磨
国
賀
古
駅
家
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
地
理
学
研
究
と
都
市
研
究
（
上
）
』
（
大
朋
堂
、
昭
和
53)

―
―
九
ー
一
―
―
七
頁
。

(
6
)
藤
岡
謙
二
郎
緬
『
地
形
図
に
歴
史
を
読
む
』
第
五
集
（
大
明
堂
、
昭
和
47)
二
九
頁
、
足
利
健
亮
執
筆
の
部
分
。

(
7
)
足
利
健
亮
「
吉
備
地
方
に
お
け
る
古
代
山
陽
道
・
覚
え
書
き
」
『
歴
史
地
理
学
紀
要
』
十
六
、
昭
和
49)
九
九
ー
―
二
八
頁
。

(
8
)
木
下
良
「
「
車
路
」
考
ー
西
海
道
に
お
け
る
古
代
官
道
の
復
原
に
関
し
て
ー
」
（
『
歴
史
地
理
学
研
究
と
都
市
研
究
（
上
）
』
大
明
堂
、
昭
和
53)

筆
者
の
乏
し
い
研
究
範
囲
内
で
、

お

わ

り

に

南
梅
道
・
西
海
道
の
駅
路
（
一
部
、
山
隔
道
も
含
む
）
の
諸
問
題
に
つ
い
て
十
三
の
項
目
に
わ
け
て
述
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1

1

1

,

ハ
ー
一
三
八
頁
。

(
9
)
木
下
良
「
立
石
考
」
（
『
諫
早
史
談
』
八
号
、
昭
和
51
年
）
二
八
ー
三
六
頁
。

(10)

『
日
本
三
代
実
録
」
貞
観
二
年
十
月
一

1

一
日
己
如
条
に
「
授
-
1

豊
前
国
正
六
位
上
大
富
神
従
五
位
下
」
と
あ
る
の
が
初
見
で
あ
る
。

(11)

『
豊
前
志
』
七
之
巻
（
雄
山
閣
、
昭
和
46)

一
七
三
頁
。

(12)
前
掲
、
註

(
2
)
ノ
⇔
七
八
頁
。

(13)
前
掲
、
註

(
1
)
ノ
⇔
一
六
六
ー
一
七

0
頁。

(14)
池
内
長
良
「
重
信
川
の
流
路
変
遷
と
問
題
点
」
（
『
足
立
重
信
と
松
山
』
松
山
市
役
所
、
昭
和
49
、
三
ニ
ー
四
一
頁
）
。

(15)
前
掲
、
註

(
1
)
ノ
⇔
一
五
二
頁
。

(16)
前
掲
、
註

(
8
)
-
＝
三
頁
。

(17)
木
下
良
「
国
府
の
「
十
字
街
」
に
つ
い
て
」
『
歴
史
地
理
学
紀
要
』
十
九
、
昭
和
52)

一
三
ー
一
九
頁
。

(18)
久
留
米
市
教
育
委
員
会
古
賀
寿
の
教
示
に
よ
る
。

(19)
前
掲
、
註

(17)

一
九
頁
。

(20)

「
平
安
遺
文
』
一
巻
（
東
京
堂
、
昭
和
49)

一
九
四
に
よ
れ
ば
、
「
七
条
駅
家
里
」
と
あ
る
。

(21)
前
掲
、
註

(
3
)
三
頁
。

(22)
前
掲
、
註

(
3
)
六
頁
。

(23)
前
掲
、
註

(
3
)
六
頁
。

(24)
大
字
・
小
字
名
で
も
な
い
。

C
点
付
近
を
車
路
と
い
う
。

(25)
前
掲
、
註

(
3
)
六
頁
。

(26)
前
掲
、
註

(
2
）
ノ

H
-
四
七
頁
。
第
八
図
参
照
。

(27)
余
剰
帯
が
確
認
さ
れ
る
。

(28)
前
掲
、
註

(
2
)
ノ
国

(29)

『
太
宰
管
内
志
（
中
）
」
（
歴
史
図
書
社
、
昭
和
44
）
一
1
-
四
二
頁
に
記
す
『
宇
佐
宮
記
』
に
よ
る
。

(30)
中
野
幡
能
『
八
幡
信
仰
史
の
研
究
（
増
補
版
）
上
巻
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
50)

一
七
頁
。

(31)
前
掲
、
註

(30)
の一

0
四
頁
に
記
さ
れ
る
『
辛
嶋
系
図
』
に
よ
れ
ば
、
大
化
四
年
酒
井
勝
志
米
が
祢
宜
兼
泉
社
々
司
に
任
じ
、
同
年
酒
井
泉
社

を
造
立
し
た
と
い
う
。

駅

路

考
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駅

路

考

（
伽
岡
県
教
育
委
員
会
、

昭
和

(32)
前
掲
、
註

(30)

―
二
頁
。

(33)
前
掲
、
註

(30)

―
―
頁
。

(34)
前
掲
、
註

(30)

―
-
．
六
五
・
八
一
ー
八

1
1
・
-
0
五
I
-
0
八
頁
。

(35)
前
掲
、
註

(
2
9
)
-
1

四
一
一
頁
。

(36)
神
社
培
内
の
説
明
文
に
よ
れ
は
、
養
老
元
年
い
勧
請
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(37)
小
田
富
士
雄
「
百
済
系
単
弁
軒
丸
凡
考
ニ
ー
九
州
発
見
朝
鮮
系
古
瓦
の
研
究
（
三
）
ー
」
(
[
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
号
、
附
和
50)

-
|
-
―
六
頁
。

(
3
8
)
前
掲
、
註

(
2
）
ノ
⇔
•
国
。

(39)
日
野
尚
志

H
「
筑
前
国
恰
土
・
志
麻
郡
に
お
け
る
古
代
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
（
『
佐
賀
大
学
教
育
学
部
研
究
論
文
集
」
第
二
十
鉗
、
附
和
47)

三
一
ー
五
五
貞
、
同
⇔
「
筑
前
国
n干
良
郡
家
こ
つ
い
て
」
（
『
牟
多
田
遺
跡
』
面
岡
市
教
育
委
貝
会
、
附
相
49)
三
一
ー
三
五
貞
、
同
笛
「
筑
後
国

上
甚
郡
家
に
つ
い
て
ー
『
筑
後
国
風
土
記
』
逸
文
の
内
容
を
巾
心
に
し
て
ー
」
（
『
史
学
研
究
』
―
―
七
け
、
昭
和
47)
四
五
ー
パ
ニ
頁
、
日
野
尚

志
•
佐
田
茂
編
祠
『
旧
山
本
郡
の
条
里
』
（
久
留
米
市
開
発
公
社
、
昭
和4
9
)、前
掲
、
註

(
2
)
ノ

H
．
号
・
祠
・
肉
。

(40)
土
左
国
か
ら
吉
野
川
の
本
流
沿
い
に
阿
波
国
に
達
す
る
の
が
最
短
コ
ー
ス
で
あ
る
の
に
、
こ
の
ル
ー
ト
を
と
ら
な
が
っ
た
の
ば
、
渓

1
部
を
避
け

た
か
ら
と
み
た
い
。

(41)
藤
岡
謙
一

1

郎
編
『
古
代
日
本
の
交
通
路
ー
」
（
大
明
堂
、
昭
和
53)
五
一
ー
六
一
頁
、
足
利
健
亮
執
筆
の
摂
津
国
。

(42)
服
部
昌
之
「
古
代
に
お
け
る
丹
波
国
氷
上
郡
の
空
間
構
成
」
（
「
人
文
研
究
』
＿
一
九
巻
六
分
冊
、
昭
和
52)
二
五
ー
四
0
貞。

(43)
足
利
健
亮
「
恭
仁
京
の
京
極
お
よ
ひ
和
泉
・
近
江
の
古
道
に
関
す
る
凸
干
い
覚
え
害
ぎ
」
（
『
社
会
科
学
論
集
創
川
り
』
、
昭
和
45
）
一
―
-
三
ー
六

0

頁。

(44)
前
掲
、
註

(41)
七
二
頁
、
足
利
健
亮
執
筆
の
河
内
国
。

(45)

『
新
古
今
和
歌
集
』
一
五
九
六
゜

(46)
秋
山
日
出
雄
「
日
本
古
代
の
道
路
と
一
歩
の
制
」
（
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
創
立
三
十
五
年
記
念
』
、
古
川
弘
文
釦
、
附
科
50)
五
四
一
―
―
ー
五

八
二
頁
。
斜
向
道
路
と
は
条
里
地
割
の
方
位
に
一
致
せ
ず
、
ま
た
、
区
画
線
に
沿
わ
な
い
道
路
を
指
す
。

(47)
前
掲
、
註

(
2
)
ノ
飼
付
図
。

(48)

『
几
州
縦
貰
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
ー
X
X
V
I
ー
福
岡
県
筑
紫
郡
太
宰
府
町
水
城
跡
の
調
査
』

53)
。
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(49)
前
掲
、
註

(
6
)
。

(50)
前
掲
、
註

(
2
)
ノ
付
八
三
ー
八
四
頁
。

(51)

『
牟
田
田
遺
跡
』
（
幅
岡
市
教
育
委
員
会
、
昭
和
49
、
七
ー
八
頁
、
島
津
義
昭
執
筆
の
部
分
）
。

(52)

『
寧
楽
遺
文
下
巻
』
（
東
京
堂
、
昭
和
42
、
0
観
世
音
寺
奴
婢
帳
）
。

(
5
3
)『
宮
ノ
前
遺
跡
』
（
福
岡
県
労
働
者
住
宅
生
活
協
同
組
合
、
昭
和
4
6
)一
八
—
一
九
頁
、
亀
井
明
徳
執
筆
の
部
分
。

(54)

『
日
本
書
紀
』
応
神
天
皇
九
年
夏
四
月
条
。

(55)
石
上
堅
『
新
・
古
代
研
究
』
第
三
（
雪
華
社
、
昭
和
47)
五
九
ー
七
一
頁
。

(56)
前
掲
、
註

(
2
）
ノ

H
-
四
三
頁
。

(57)
前
掲
、
註

(
2
)
ノ
祠
八
八
頁
。

(58)

『
有
田
周
辺
遺
跡
調
査
概
報
』
（
福
岡
市
教
育
委
員
会
、
昭
和
52)
。

(59)
松
嶋
順
正
編
『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
53
）
一
―
-
三
二
頁
に
よ
れ
ば
、
「
伊
予
国
越
智
石
井
郷
戸
主
葛
木
部
竜
調
施
六
丈
天

平
十
八
年
九
月
」
と
あ
る
。
石
井
郷
の
遺
跡
地
は
今
治
市
石
井
で
、
『
和
名
抄
』
で
は
日
吉
郷
域
に
な
る
と
み
れ
ら
る
。

(60)
高
重
進

H
「
郷
里
制
下
の
郷
と
里
の
成
立
と
そ
の
村
落
史
上
の
意
義
」
（
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
十
九
、
昭
和
36)
二
八
ー
五
五
頁
、
同
⇔

「
讃
岐
国
多
度
郡
に
お
け
る
里
の
成
立
ー
園
地
の
規
模
と
の
関
連
に
お
け
る
ー
」
（
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
―
―
―
-
、
昭
和
38)
ニ
ニ
七
ー
ニ
九

六
頁
。

(61)
柚
山
光
等
編
『
国
分
寺
古
文
書
』
国
分
寺
。

(62)
こ
れ
ら
の
古
文
書
は
『
伊
予
史
料
集
成
』
・
『
愛
媛
県
編
年
史
』
に
詳
し
い
。

(63)
片
山
父
一
郎
「
今
治
平
野
の
条
里
と
伊
予
国
府
」
（
『
人
文
地
理
』
＋
三
巻
二
号
、
昭
和
36)
四
ニ
ー
四
六
頁
。

(64)
駅
路
に
沿
う
こ
と
か
ら
生
じ
た
里
名
と
考
え
ら
れ
る
。

(65)
他
の
十
郷
の
位
置
づ
け
か
ら
考
え
て
、
那
珂
郡
の
北
辺
に
比
定
し
て
み
た
。

(66)
前
掲
、
註

(60)
ノ
H
．
⇔
゜

(67)
前
掲
、
註

(
1
)
ノ
H°

(68)
前
掲
、
註

(
2
)
ノ
肉
。

(69)

『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
四
年
九
月
丁
酉
条
に
「
（
前
略
）
軍
丁
筑
紫
国
上
陽
眸
郡
大
伴
部
博
麻
（
後
略
）
」
と
あ
る
。

(70)
前
掲
、
註

(
2
）
ノ
飼
゜

駅

路

考
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駅

路

考

(71)

『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
七
月
丙
午
条
に
「
尾
張
国
人
外
従
八
位
上
席
田
君
迩
近
及
新
羅
人
七
十
四
家
。
貫
1

一
子
美
濃
国
ー
。
始
建
-
1

席
田
郡
云
呵
」

と
あ
る
。

(72)
前
掲
、
註

(
2
)
ノ
白
八
二
頁
。

(73)
前
掲
、
註

(
2
)
ノ
肉
二
三
ニ
ー
ニ
三
三
頁
。

(74)
前
掲
、
註

(
1
)
ノ
⇔
一
五
七
頁
。

(75)
前
掲
、
註

(17)

一
三
ー
一
四
頁
。

(76)
国
府
の
比
定
地
付
近
の
地
割
が
乱
れ
、
余
剰
帯
の
確
認
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
国
府
比
定
地
の
北
か
ら
、
一
町
区
画
を
と
っ
て
く
る
と
、
余
剰

帯
が
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

(77)
藤
岡
謙
二
郎
『
国
府
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
44)
二
三
六
頁
。

(78)
前
掲
、
註

(
1
)
ノ
一
⇔
一
七
三
頁
。

(79)
前
掲
、
註

(
2
)
ノ
日
八
七
頁
。

(80)
平
野
邦
雄
「
豊
前
の
条
里
と
国
府
ー
古
代
政
治
勢
力
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
九
州
工
業
大
学
研
究
報
告
（
人
文
・
社
会
科
学
）
第
六
号
、
昭

和
33)

一
ー
一
六
頁
。

(81)
木
下
良
「
国
府
と
条
里
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
五

0
巻
五
号
、
昭
和
42)
七一

1

一ー一

0
二
頁
。

(
8
2
)一戸
祭
由
美
夫
「
豊
前
国
府
考
」
（
『
歴
史
地
理
研
究
と
都
市
研
究
（
上
）
』
大
明
堂
、
昭
和

5
3
)六
八
—
七
八
頁
の
七
二
頁
に
詳
し
い
。

(83)
前
掲
、
註

(
2
)
ノ
⇔
七
四
頁
。

(84)
前
掲
、
註

(
2
)
ノ
国
一
九
七
頁
。

(85)
前
掲
、
註

(17)
ニ
―
頁
。

(
8
6
)
服
部
昌
之
「
阿
波
条
里
の
復
原
的
研
究
」
（
『
人
文
地
理
」
十
八
巻
五
号
、
昭
和41
)
-—
1
1
0頁
。

(87)
前
掲
、
註

(
2
)
ノ
⇔
一
五
四
頁
。

(88)
前
掲
、
註

(81)
八
二
頁
。

(89)
前
掲
、
註

(81)
八
二
頁
。

(89)
前
掲
、
註

(81)
八
三
頁
。

(90)
藤
岡
謙
二
郎
「
都
市
と
交
通
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
（
大
明
堂
、
昭
和
42)11
―
-
|
-
―
―
二
頁
。

(91)
前
掲
、
註

(
1
)
ノ
⇔
一
七
0
頁。
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(92)
前
掲
、
註

(
1
)
ノ
⇔
一
七
一
頁
。

(93)
前
掲
、
註

(17)

一
九
頁
。

(94)
前
掲
、
註

(93)
。

(95)
前
掲
、
註

(93)
。

(
9
6
)
H『佐
賀
県
史
上
巻
』
（
佐
賀
県
、
昭
和
4
3
)
-―一
五
七
頁
、
米
倉
二
郎
執
筆
の
部
分
、
高
橋
誠
一
⇔
「
古
代
山
城
の
歴
史
地
理
ー
神
籠
石
•
朝
鮮

式
山
城
を
中
心
に
ー
「
（
『
人
文
地
理
』
二
四
巻
五
号
、
昭
和
47)

一
ー
ニ
七
頁
、
木
下
良
国
「
国
府
跡
研
究
の
諸
問
題
」
（
『
人
文
地
理
』
ニ
―
巻

四
号
、
昭
和
44)
三
0
ー
六
五
頁
。

(97)
前
掲
、
註

(
8
1
)
1
0
0
頁。

(98)

『
大
分
県
史
料
』
二
四
、
四
六
五
号
文
書
。

(99)

『
大
分
県
史
料
』
二
四
、
四
六
八
号
文
書
。

(loo)
前
掲
、
註

(30)
ニ
―
六
頁
。

東
眠

1

古
駅
岳
並
大
路
南
限
高
杯
山

(101)
前
掲
、
註

(99)
に
よ
れ
ば
、
「
到
津
庄
四
至
西
限

I

I

筑
前
遠
賀
郡
界
ー
北
限

l:g

件
四
至
寛
弘
四
年
五
月
廿
五
日
国
符
之
由
（
以
下
略
）
」
と
あ
り
、

古
駅
は
到
津
駅
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
十
一
世
紀
の
始
め
に
は
す
で
に
駅
制
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(102)

『
類
緊
三
代
格
』
巻
十
六
、
太
政
官
符
、
延
暦
十
五
年
十
一
月
廿
一
日
条
。

取

音

我

鹿

、

(103)

『
日
本
書
紀
』
安
閑
天
皇
二
年
五
月
丙
午
朔
甲
寅
条
に
「
（
前
略
）
豊
国
膜
碕
屯
倉
・
桑
原
屯
倉
・
肝
等
屯
倉
読
3

大
抜
屯
倉
・
我
鹿
屯
倉
‘
此
云
―
―

阿
竺
。
（
後
略
）
」
と
あ
る
。

(104)
足
利
健
亮
「
交
通
と
交
通
路
」
（
『
古
代
の
日
本
2
風
土
と
生
活
』
角
川
書
店
、
昭
和
47)

―
―
八
ー
一
三
七
頁
。

(105)
前
掲
、
註

(41)
一
三
頁
。

(106)
前
掲
、
註

(
8
)

一
三
ニ
・
一
三
四
頁
。

(107)
前
掲
、
註

(
8
)

一
三
四
頁
。

(108)
前
掲
、
註

(
2
）
ノ
笛
・
肉
、

(39)
ノ
詞
・
向
。

(109)
久
留
米
市
教
育
委
員
会
古
賀
寿
の
教
示
に
よ
る
。
な
お
、
報
告
書
は
出
て
い
な
い
そ
う
で
あ
る
。

(llO)
前
掲
、
註

(
2
）
ノ
笛
゜

(lll)
前
掲
、
註

(
2
）
ノ
笛
゜

(112)
郡
家
に
近
接
し
た
寺
と
い
う
意
味
に
解
し
た
い
。

駅

路

考
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駅

路

考

―
二
三
頁
。

(113)
高
良
大
社
、
昭
和
47
年。

(114)

『
太
宰
管
内
志
（
中
）
』
（
歴
史
図
書
社
、
昭
和
44)

―
一
七
頁
。

(115)
板
楠
和
子
「
有
明
文
化
圏
の
形
成
」
（
『
古
代
の
地
方
史
I
西
海
編
』
朝
倉
書
店
、
昭
和
52)

―
―
七
ー
一
五
二
頁
。

(116)
森
貞
次
郎
「
装
飾
古
墳
の
発
生
ま
で
」
（
『
古
代
の
日
本
3
九
州
』
角
川
書
店
、
昭
和
45)

―
―
ニ
ー
一
三
六
頁
。

(117)
前
掲
、
註

(115)

―
―
―
六
I

―
二
九
頁
。

(118)
前
掲
、
註

(39)
ノ
国
。

(119)
前
掲
、
註

(39)
ノ
H°

(120)
前
掲
、
註

(
2
）
ノ
祠
゜

(121)
前
掲
、
註

(
2
）
ノ
笛
゜

(122)
前
掲
、
註

(39)
ノ
祠
四
ニ
ー
四
四
頁
。

(123)
井
上
辰
雄
『
隼
人
と
大
和
政
権
』
（
学
生
社
、
昭
和
49)

一
四
一
頁
。

(124)
前
掲
、
註

(123)
五
九
頁
。

(125)
前
掲
、
註

(104)

―
二
九
頁
。

(126)

『
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
五
月
丁
丑
条
。

(127)
け
『
府
中
町
下
岡
田
古
代
建
築
群
遺
跡
調
査
報
告
第
一
集
』
（
府
中
町
教
育
委
員
会
、
昭
和
38)
、
⇔
『
府
中
町
下
岡
田
古
代
建
築
群
遺
跡
調
査
報

告
第
二
集
』
（
府
中
町
教
育
委
員
会
、
昭
和
39)
、
国
『
下
岡
田
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
一
九
六
五
年
度
』
（
府
巾
町
教
育
委
員
会
、
昭
和
41)
、
同
『
下

岡
田
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
一
九
六
六
年
度
』
府
中
町
教
育
委
員
会
、
昭
和
42)
、
国
『
岡
山
県
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
国
』
（
岡
山
県
教
育
委
員

会
、
昭
和
49)
。

(
1
2
8
)
藤
岡
謙
二
郎
『
都
市
と
交
通
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
（
大
明
堂
、
昭
和4
2
)
1
0三
—
―
四
一
頁
。

(129)
前
掲
、
註

(
2
)
ノ
国
七
四
頁
。

(130)
前
掲
、
註

(127)

ノ
国
。

(131)

『
岡
山
県
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報
告
第
七
冊
』
（
名
著
出
版
（
復
刻
版
）
、
昭
和
49)

(132)

『
闘
小
田
郡
誌
上
巻
』
（
名
著
出
版
、
昭
和
4
7
)
-
―
九
ー
三
一
頁
。

(133)
前
掲
、
註

(127)

ノ
国
。

(134)
日
野
尚
志
「
備
中
国
小
田
郡
家
に
つ
い
て
」
（
『
東
北
地
理
』
二
五
巻
一
号
、
昭
和
48)

1
0
ー
一
五
頁
。
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(
1
3
5
)
佐
々
木
卓
也
「
古
代
安
芸
に
お
け
る
地
方
官
街
の
復
原
ー
佐
伯
•
安
芸
両
郡
を
事
例
と
し
て
ー
」

五
七
頁
。

（
追
記
）
山
辺
往
還
に
つ
い
て
は
拙
著
「
筑
後
国
御
井
（
筑
後
川
左
岸
）
・
三
瀦
二
郡
の
条
里
に
つ
い
て
」

七
集
昭
和
54)
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

駅

路

考

（
『
地
理
科
学
』
二
九
号
、
昭
和
53)
四
ニ
ー

（
『
佐
賀
大
学
教
育
学
部
研
究
論
文
集
』
第
二
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